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説 明 書

報告第７号 一般会計予算の繰越しについて（繰越明許費）

平成29年度の一般会計予算のうち、茶生産施設等整備事業ほか18件の繰越明許費に

ついて繰越額が確定したので、地方自治法施行令第146条第２項の規定により報告す

るものです。

参考は、別紙のとおりです。

報告第８号 公共下水道事業特別会計予算の繰越しについて（繰越明許費）

平成29年度の公共下水道事業特別会計予算のうち、汚水管渠整備事業ほか１件の繰

越明許費について繰越額が確定したので、地方自治法施行令第146条第２項の規定に

より報告するものです。

参考は、別紙のとおりです。

報告第９号 水道事業会計予算の繰越しについて（建設改良費の繰越し）

平成29年度の水道事業会計予算のうち、建設改良事業について繰越額が確定したの

で、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第３項の規定により報告するも

のです。

参考は、別紙のとおりです。

報告第10号 病院事業会計予算の繰越しについて（建設改良費の繰越し）

平成29年度の病院事業会計予算のうち、設備費について繰越額が確定したので、地

方公営企業法第26条第３項の規定により報告するものです。

参考は、別紙のとおりです。

報告第11号 専決処分した事件の承認について（島田市税条例の一部を改正する条

例）

地方税法等の一部を改正する法律（平成30年法律第３号）及び地方税法施行令の一

部を改正する政令が平成30年３月31日に公布され、同年４月１日から施行されること

に伴い、関係する条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的

余裕がなかったため地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により

専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものです。

参考は、別紙のとおりです。

報告第12号 専決処分した事件の承認について（島田市都市計画税条例の一部を改正

する条例）

地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令が平成

30年３月31日に公布され、同年４月１日から施行されることに伴い、関係する条例の



一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため地方

自治法第179条第１項の規定により専決処分したので、同条第３項の規定により報告

し、承認を求めるものです。

参考は、別紙のとおりです。

報告第13号 専決処分した事件の承認について（島田市国民健康保険税条例の一部を

改正する条例）

地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令が平成

30年３月31日に公布され、同年４月１日から施行されることに伴い、関係する条例の

一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため地方

自治法第179条第１項の規定により専決処分したので、同条第３項の規定により報告

し、承認を求めるものです。

参考は、別紙のとおりです。

報告第14号 専決処分の報告について（島田市職員の退職手当に関する条例の一部を

改正する条例）

平成29年６月に公布された地方自治法等の一部を改正する法律（平成29年法律第54

号）の施行に伴い地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）を引用する条文を整

理する必要が生じたため、地方自治法第180条第１項の規定及び市長の専決処分事項

の指定に基づき専決処分したので、同条第２項の規定により報告をするものです。

参考は、別紙のとおりです。

報告第15号 専決処分の報告について（島田市都市計画税条例の一部を改正する条

例）

平成30年３月に公布された地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い地方税法

（昭和25年法律第226号）を引用する条文を整理する必要が生じたため、地方自治法

第180条第１項の規定及び市長の専決処分事項の指定に基づき専決処分したので、同

条第２項の規定により報告をするものです。

参考は、別紙のとおりです。

報告第16号 専決処分の報告について（島田市介護保険条例の一部を改正する条例）

平成30年３月に公布された介護保険法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴

い、介護保険法施行令を引用する条文を整理する必要が生じたため、地方自治法第

180条第１項の規定及び市長の専決処分事項の指定に基づき専決処分したので、同条

第２項の規定により報告をするものです。

参考は、別紙のとおりです。

議案第45号 島田市税条例等の一部を改正する条例について

平成30年３月に公布された地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、中小企

業者が生産性向上特別措置法（平成30年法律第25号）に基づき行った設備投資につい



て固定資産税を免除するとともに、個人市民税について非課税措置の所得要件を引き

上げ、及びたばこ税について税率を３段階で引き上げるため、条例の一部を改正し、

一部の規定を除き平成30年10月１日から施行しようとするものです。

参考は、別紙のとおりです。

議案第46号 島田市立看護専門学校条例の一部を改正する条例について

学期の全期間にわたる休学の場合の授業料の徴収免除等、休学する学生の負担を軽

減する規定を設けるため、条例の一部を改正し、平成30年10月１日から施行しようと

するものです。

参考は、別紙のとおりです。

議案第47号 島田市都市公園の設置基準等を定める条例の一部を改正する条例について

平成29年６月に公布された都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政

令の整備等に関する政令の施行に伴い、市内の都市公園における運動施設の面積割合

の上限を定めるため、条例の一部を改正し、公布の日から施行しようとするもので

す。

参考は、別紙のとおりです。

議案第48号 島田市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について

平成30年３月に定められた保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正す

る省令等の施行に伴い、特定初診料を厚生労働大臣が定める金額以上の金額に改める

とともに適切な他の病院等を紹介し、その紹介の申出を行ったにもかかわらず、当病

院において再診を受けた患者から徴収する特定再診料を新たに定めるため、条例の一

部を改正し、平成30年10月１日から施行しようとするものです。

参考は、別紙のとおりです。

議案第49号 財産の減額貸付について

旧金谷中学校跡地活用事業の優先交渉権者として基本協定を締結した株式会社八ヶ

岳モールマネジメントに対し当該土地を減額貸付するため、地方自治法第96条第１項

第６号の規定により議会の議決を求めるものです。

参考は、別紙のとおりです。

議案第50号 市道路線の認定について

島田金谷インターチェンジ周辺地区開発事業に伴い整備する２路線ほか１路線を認

定するため、道路法（昭和27年法律第180号）第８条第２項の規定により議会の議決

を求めるものです。

参考は、別紙のとおりです。

議案第51号 市道路線の廃止について

平成23年３月に認定した路線の見直しにより区間を変更する１路線を廃止するた



め、道路法第10条第３項において準用する同法第８条第２項の規定により、議会の議

決を求めるものです。

参考は、別紙のとおりです。
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節 繰 越 額

円 円

37,589,000
19 負担金、補助

及び交付金
37,589,000

介護サービス提供体制整備
促進事業費補助金

205,669,000
19 負担金、補助

及び交付金
205,669,000

農畜産物輸出拡大施設整備
事業費補助金

21,200,000
19 負担金、補助

及び交付金
21,200,000 林業振興事業費補助金

24,400,000 15 工事請負費 24,400,000 道路工事費

8,100,000 13 委託料 8,100,000 測量設計委託料

17 公有財産購入
費

9,898,000 土地購入費

22 補償、補填及
び賠償金

21,979,400 補償金

998,000 15 工事請負費 998,000 道路工事費

17 公有財産購入
費

5,073,000 土地購入費

22 補償、補填及
び賠償金

1,465,000 補償金

6,300,000 13 委託料 6,300,000 予備設計委託料

15 工事請負費 7,524,000 道路工事費

17 公有財産購入
費

1,910,000 土地購入費

22 補償、補填及
び賠償金

9,180,000 補償金

15 工事請負費 3,500,000 道路工事費

17 公有財産購入
費

1,100,000 土地購入費

22 補償、補填及
び賠償金

2,200,000 補償金

17 公有財産購入
費

271,323 土地購入費

22 補償、補填及
び賠償金

521,958 補償金

事 業 名

介護サービス提供体制整備促
進事業費補助金

茶生産施設等整備事業

横岡新田牛尾線改良事業

谷口中河線改良事業

説 明

平成29年度一般会計予算繰越明許費節別内訳書

左 の 節 別 内 訳翌 年 度
繰 越 額

森林施業補助事業

横井御仮屋線（蓬莱橋線交差
点）改良事業

島竹下線改良事業 31,877,400

谷口道線改良事業（北工区）

蓬莱橋線改良事業（南工区） 6,538,000

道悦旭町線改良事業 18,614,000

生活道路改良事業 6,800,000

793,281
生活道路改良事業（空港隣接
地域賑わい空間創生事業）

報告第７号
参 考

- 1 -



節 繰 越 額

円 円

30,812,720 15 工事請負費 30,812,720
橋りょう修繕工事費（六合橋、
中河２号橋、八指橋）

13 委託料 34,426,100
測量設計委託料
環境調査委託料
登記委託料

15 工事請負費 47,810,680
排水路整備工事費
道路工事費

17 公有財産購入
費

63,370,020 土地購入費

22 補償、補填及
び賠償金

2,700,000 補償金

7,000,000 13 委託料 7,000,000 調査・測量委託料

15,000,000 15 工事請負費 15,000,000 トイレ改修工事費

12,850,000 15 工事請負費 12,850,000
頭首工工事費（滝田頭首工）
農道工事費（倉久保農道）

49,000,000 15 工事請負費 49,000,000 林道工事費（林道葛籠線）

13 委託料 150,000 登記委託料

15 工事請負費 15,000,000 道路工事費

17 公有財産購入
費

100,000 土地購入費

22 補償、補填及
び賠償金

300,000 補償金

左 の 節 別 内 訳
説 明事 業 名

道路施設災害復旧事業 15,550,000

林業用施設災害復旧事業

橋りょう長寿命化修繕・耐震
事業

内陸フロンティア推進区域整
備事業

148,306,800

賑わい交流拠点整備事業

小学校施設管理経費（国補正
分）

農業用施設災害復旧事業

翌 年 度
繰 越 額

- 2 -



節 繰 越 額

円 円

52,680,000 13 委託料 52,680,000 計画策定委託料

15 工事請負費 38,000,000
管渠工事費（本通六丁目地
内ほか）

22 補償、補填及
び賠償金

20,000,000 補償金

説 明

平成29年度公共下水道事業特別会計予算繰越明許費節別内訳書

左 の 節 別 内 訳翌 年 度
繰 越 額

汚水管渠整備事業 58,000,000

事 業 名

下水道ストックマネジメント
事業

報告第８号
参 考

- 3 -



節 繰越額

円 円

建設改良事業 180,000,000 1 工事請負費 180,000,000
本通り一丁目若松線配
水管布設替工事等

報告第９号
参 考

事 業 名 翌年度繰越額
左の節別内訳

平成29年度水道事業会計予算繰越額節別内訳書

説明

- 4 -



節 繰越額

円 円

設備費 49,086,000 １ 器械器具購入費 49,086,000 医療器械器具

報告第10号
参 考

事 業 名 翌年度繰越額
左の節別内訳

平成29年度病院事業会計予算繰越額節別内訳書

説明

- 5 -



（最終印刷日時：2018/05/16 午後 2 時 22 分）

- 1 -

新 旧 条 文

例規名

新 条 文

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

島田市税条例

（年当たりの割合の基礎となる日数）

第20条 前条、第43条第２項、第48条第５項、第50条第２項、第52条第１項及び第４

項、第53条の12第２項、第72条第２項、第98条第５項、第101条第２項、第139条第

２項並びに第140条第２項の規定に定める延滞金の額の計算につきこれらの規定に

定める年当たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間についても、365日当たりの割合と

する。

（個人の市民税の非課税の範囲）

第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民税（第２号に該当する者

にあっては、第53条の２の規定により課する所得割（以下「分離課税に係る所得

割」という｡)を除く｡)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者につい

ては、この限りでない。

(1) 省略

(2) 省略

２ 省略

（均等割の税率）

第31条 省略

２ 第23条第１項第３号又は第４号の者に対して課する均等割の税率は、次の表の左

欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

省略

３ 省略

４ 省略

（市民税の申告）

第36条の２ 省略

２ 省略

３ 給与所得等以外の所得を有しなかった者（前２項の規定により第１項の申告書を

提出する義務を有する者を除く｡)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法

第313条第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失若し

くは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、

３月15日までに、施行規則第５号の５様式、第５号の５の２様式又は第５号の６様

式による申告書を市長に提出しなければならない。

報告第11号
参 考
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対 照 表

旧 条 文

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

（年当たりの割合の基礎となる日数）

第20条 前条、第43条第２項、第48条第３項、第50条第２項、第52条、第53条の12第

２項、第72条第２項、第98条第５項、第101条第２項、第139条第２項及び第140条

第２項の規定に定める延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割

合は、閏
じゅん

年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

（個人の市民税の非課税の範囲）

第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民税（第２号に該当する者

にあっては、第53条の２の規定によって課する所得割（以下「分離課税に係る所得

割」という｡)を除く｡)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者につい

ては、この限りでない。

(1) 省略

(2) 省略

２ 省略

（均等割の税率）

第31条 省略

２ 第23条第１項第３号又は第４号の者に対して課する均等割の税率は、次の表の左

欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額とする。

省略

３ 省略

４ 省略

（市民税の申告）

第36条の２ 省略

２ 省略

３ 給与所得等以外の所得を有しなかった者（前２項の規定によって第１項の申告書

を提出する義務を有する者を除く｡)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、

法第313条第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失若

しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合にお

いては、３月15日までに、施行規則第５号の５様式、第５号の５の２様式又は第５

号の６様式による申告書を市長に提出しなければならない。
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４
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９
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36
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38

39

40

４ 第１項ただし書に規定する者（第２項の規定により第１項の申告書を提出する義

務を有する者を除く｡)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合に

は、３月15日までに、同項の申告書を市長に提出することができる。

５ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第23条第１項

第１号に掲げる者のうち所得税法第226条第１項若しくは第３項の規定により前年

の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は

同条第４項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源

泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出

させることができる。

６ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第23条第１項

第２号に掲げる者に、３月15日までに、賦課期日現在において、市内に有する事務

所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。

７ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、新たに第23条

第１項第３号又は第４号に掲げる者に該当することとなった者に、当該該当するこ

ととなった日から10日以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所

又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号

（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

25年法律第27号）第２条第15項に規定する法人番号をいう。以下市民税について同

じ｡)、当該該当することとなった日その他必要な事項を申告させることができる。

（特別徴収義務者）

第47条の３ 前条第１項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額の

特別徴収義務者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別

徴収対象年金給付（法第321条の７の４第２項の特別徴収対象年金給付をいう。以

下この節において同じ｡)の支払をする者（次条第１項において「年金保険者」とい

う｡)とする。

（年金所得に係る仮特別徴収税額等）

第47条の５ 当該年度の初日の属する年の前年の10月１日からその翌年の３月31日ま

での間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第２項の支払回数割特別徴

収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該

年度の初日からその日の属する年の９月30日までの間において支払われる場合に

は、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額

及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額（当該特別徴収対象年

金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得

者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額（当該

特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第44条第１項の規定により特別徴収の方

法によって徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額）

の２分の１に相当する額をいう。次条第２項において同じ｡)を、当該年度の初日か

らその日の属する年の９月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をす
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４ 第１項ただし書に規定する者（第２項の規定によって第１項の申告書を提出する

義務を有する者を除く｡)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合に

おいては、３月15日までに、第１項の申告書を市長に提出することができる。

５ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、第23条

第１項第１号の者のうち所得税法第226条第１項若しくは第３項の規定により前年

の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は

同条第４項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源

泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出

させることができる。

６ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、第23条

第１項第２号の者に、３月15日までに、賦課期日現在において、市内に有する事務

所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。

７ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、新たに

第23条第１項第３号又は第４号の者に該当することとなった者に、当該該当するこ

ととなった日から10日以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所

又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号

（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

25年法律第27号）第２条第15項に規定する法人番号をいう。以下市民税について同

じ｡)、当該該当することとなった日その他必要な事項を申告させることができる。

（特別徴収義務者）

第47条の３ 前条第１項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額の

特別徴収義務者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別

徴収対象年金給付（法第321条の７の４第２項の特別徴収対象年金給付をいう。以

下この節において同じ｡)の支払をする者（以下この節において「年金保険者」とい

う｡)とする。

（年金所得に係る仮特別徴収税額等）

第47条の５ 当該年度の初日の属する年の前年の10月１日からその翌年の３月31日ま

での間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第２項の支払回数割特別徴

収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該

年度の初日からその日の属する年の９月30日までの間において支払われる場合にお

いては、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得

割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額（当該特別徴収対

象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金

所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額

（当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第44条第１項の規定により特別徴

収の方法によって徴収した場合においては、前々年中の公的年金等に係る所得に係

る所得割額）の２分の１に相当する額をいう。以下この節において同じ｡)を、当該

年度の初日からその日の属する年の９月30日までの間において特別徴収対象年金給
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る際、特別徴収の方法によって徴収する。

２ 省略

３ 第47条の３及び前条の規定は、第１項の規定による特別徴収について準用する。

この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは

「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第47条の３中「前条第１項」とあるのは

「第47条の５第１項」と、「の特別徴収義務者」とあるのは「（同項に規定する年

金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ｡)の特別徴収義務者」と、前条第１

項及び第２項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税

額」と、同条中「の属する年の10月１日から翌年の３月31日」とあるのは「からそ

の日の属する年の９月30日」と読み替えるものとする。

（法人の市民税の申告納付）

第48条 省略

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人（以下この条に

おいて「内国法人」という｡)が、租税特別措置法第66条の７第４項及び第10項又は

第68条の91第４項及び第10項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の８第24

項及び令第48条の12の２に規定するところにより、控除すべき額を前項の規定によ

り申告納付すべき法人税割額から控除する。

３ 内国法人が、租税特別措置法第66条の９の３第４項及び第10項又は第68条の93の

３第４項及び第10項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の８第25項及び令

第48条の12の３に規定するところにより、控除すべき額を第１項の規定により申告

納付すべき法人税割額から控除する。

４ 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課された場合には、法第321条の８

第26項及び令第48条の13に規定するところにより、控除すべき額を第１項の規定に

より申告納付すべき法人税割額から控除する。

５ 法第321条の８第22項に規定する申告書（同条第21項の規定による申告書を含

む。以下この項において同じ｡)に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同

条第１項、第２項、第４項又は第19項の納期限（納期限の延長があったときは、そ

の延長された納期限とする。第７項第１号において同じ｡)の翌日から納付の日まで

の期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント（申告書を提出した日（同条第

23項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出された

ときは、当該提出期限）までの期間又はその期間の末日の翌日から１月を経過する

日までの期間については、年7.3パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当

する延滞金額を加算して施行規則第22号の４様式による納付書により納付しなけれ

ばならない。

６ 省略

７ 第５項の場合において、法第321条の８第22項に規定する申告書（以下この項に

おいて「修正申告書」という｡)の提出があったとき（当該修正申告書に係る市民税

について同条第１項、第２項、第４項又は第19項に規定する申告書（以下この項に
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付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収する。

２ 省略

３ 第47条の３及び前条の規定は、第１項の規定による特別徴収について準用する。

この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは

「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第47条の３中「前条第１項」とあるのは

「第47条の５第１項」と、前条第１項及び第２項中「支払回数割特別徴収税額」と

あるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、同条中「の属する年の10月１日から翌

年の３月31日」とあるのは「からその日の属する年の９月30日」と読み替えるもの

とする。

（法人の市民税の申告納付）

第48条 省略

２ 法の施行地に本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有する法人又は外国法

人が、外国の法人税等を課された場合には、法第321条の８第24項及び令第48条の

13に規定するところにより、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人

税割額から控除する。

３ 法第321条の８第22項に規定する申告書（同条第21項の規定による申告書を含

む。以下この項において同じ｡)に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同

条第１項、第２項、第４項又は第19項の納期限（納期限の延長があったときは、そ

の延長された納期限とする。第５項第１号において同じ｡)の翌日から納付の日まで

の期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント（申告書を提出した日（同条第

23項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出された

ときは、当該提出期限）までの期間又はその期間の末日の翌日から１月を経過する

日までの期間については、年7.3パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当

する延滞金額を加算して施行規則第22号の４様式による納付書により納付しなけれ

ばならない。

４ 省略

５ 第３項の場合において、法第321条の８第22項に規定する申告書（以下この項に

おいて「修正申告書」という｡)の提出があったとき（当該修正申告書に係る市民税

について同条第１項、第２項、第４項又は第19項に規定する申告書（以下この項に
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おいて「当初申告書」という｡)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出に

より納付すべき税額を減少させる更正（これに類するものを含む。以下この項にお

いて「減額更正」という｡)があった後に、当該修正申告書が提出されたときに限

る｡)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税額

（還付金の額に相当する税額を含む｡)に達するまでの部分に相当する税額に限る｡)

については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為に

より市民税を免れた法人が法第321条の11第１項又は第３項の規定による更正があ

るべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第48条の16の２第３

項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る｡)を延滞金の計算の基

礎となる期間から控除する。

(1) 省略

(2) 省略

８ 省略

９ 法人税法第81条の22第１項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ

る法人で同法第81条の24第１項の規定の適用を受けているものが、同条第４項の規

定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係（同

法第２条第12号の７の７に規定する連結完全支配関係をいう。第50条第３項及び第

52条第４項において同じ｡)がある連結子法人（同法第２条第12号の７に規定する連

結子法人をいう。第50条第３項及び第52条第４項において同じ｡)(連結申告法人

（同法第２条第16号に規定する連結申告法人をいう。第52条第４項において同じ｡)

に限る｡)については、同法第81条の24第４項の規定の適用に係る当該申告書に係る

連結法人税額（法第321条の８第４項に規定する連結法人税額をいう。以下この項

及び第52条第４項において同じ｡)の課税標準の算定期間（当該法人の連結事業年度

に該当する期間に限る。第52条第４項において同じ｡)に限り、当該連結法人税額に

係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付

すべき均等割額については、当該連結法人税額について法人税法第81条の24第１項

の規定の適用がないものとみなして、第18条の２の規定を適用することができる。

（法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金）

第52条 法人税法第74条第１項又は第144条の６第１項の規定により法人税に係る申

告書を提出する義務がある法人で同法第75条の２第１項の規定の適用を受けている

ものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの

所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付

すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定

期間の末日の翌日以後２月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告

書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した

金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

２ 第48条第７項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、

同条第７項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為

により市民税を免れた法人が法第321条の11第１項又は第３項の規定による更正が
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おいて「当初申告書」という｡)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出に

より納付すべき税額を減少させる更正（これに類するものを含む。以下この項にお

いて「減額更正」という｡)があった後に、当該修正申告書が提出されたときに限

る｡)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税額

（還付金の額に相当する税額を含む｡)に達するまでの部分に相当する税額に限る｡)

については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為に

より市民税を免れた法人が法第321条の11第１項又は第３項の規定による更正があ

るべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第48条の16の２第３

項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る｡)を延滞金の計算の基

礎となる期間から控除する。

(1) 省略

(2) 省略

６ 省略

７ 法人税法第81条の22第１項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ

る法人で同法第81条の24第１項の規定の適用を受けているものが、同条第４項の規

定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係（同

法第２条第12号の７の７に規定する連結完全支配関係をいう。第50条第３項及び第

52条第２項において同じ｡)がある連結子法人（同法第２条第12号の７に規定する連

結子法人をいう。第50条第３項及び第52条第２項において同じ｡)(連結申告法人

（同法第２条第16号に規定する連結申告法人をいう。第52条第２項において同じ｡)

に限る｡)については、同法第81条の24第４項の規定の適用に係る当該申告書に係る

連結法人税額（法第321条の８第４項に規定する連結法人税額をいう。以下この項

及び第52条第２項において同じ｡)の課税標準の算定期間（当該法人の連結事業年度

に該当する期間に限る。第52条第２項において同じ｡)に限り、当該連結法人税額に

係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付

すべき均等割額については、当該連結法人税額について法人税法第81条の24第１項

の規定の適用がないものとみなして、第18条の２の規定を適用することができる。

（法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金）

第52条 法人税法第74条第１項又は第144条の６第１項の規定によって法人税に係る

申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の２第１項の規定の適用を受けてい

るものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るもの

の所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納

付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算

定期間の末日の翌日以後２月を経過した日から同項の規定により延長された当該申

告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算し

た金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
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あるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第48条の16の２第

３項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る｡)」とあるのは、

「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（その日が第52条

第１項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前

である場合には、同日）から第52条第１項の申告書の提出期限までの期間」と読み

替えるものとする。

３ 第50条第４項の規定は、第１項の延滞金額について準用する。この場合におい

て、同条第４項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の

行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民

税又は令第48条の15の５第４項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間

に限る｡)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付が

あった日（その日が第52条第１項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以

後２月を経過した日より前である場合には、同日）から同条第１項の申告書の提出

期限までの期間」と読み替えるものとする。

４ 法人税法第81条の22第１項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ

る法人で同法第81条の24第１項の規定の適用を受けているもの及び当該法人との間

に連結完全支配関係がある連結子法人（連結申告法人に限る｡)は、当該申告書に係

る連結法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの連結所得（同法第２

条第18号の４に規定する連結所得をいう｡)に対する連結法人税額に係る個別帰属法

人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額

を納付する場合には、当該税額に、当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末日

の翌日以後２月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期

限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当

する延滞金額を加算して納付しなければならない。

５ 第48条第７項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、

同条第７項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為

により市民税を免れた法人が法第321条の11第１項又は第３項の規定による更正が

あるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第48条の16の２第

３項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る｡)」とあるのは「当

該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（その日が第52条第４

項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前

である場合には、同日）から第52条第４項の申告書の提出期限までの期間」と読み

替えるものとする。

６ 第50条第４項の規定は、第４項の延滞金額について準用する。この場合におい

て、同条第４項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の

行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民

税又は令第48条の15の５第４項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間

に限る｡)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付が

あった日（その日が第52条第４項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌

日以後２月を経過した日より前である場合には、同日）から同条第４項の申告書の
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２ 法人税法第81条の22第１項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務が

ある法人で同法第81条の24第１項の規定の適用を受けているもの及び当該法人との

間に連結完全支配関係がある連結子法人（連結申告法人に限る｡)は、当該申告書に

係る連結法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの連結所得（同法第

２条第18号の４に規定する連結所得をいう｡)に対する連結法人税額に係る個別帰属

法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割

額を納付する場合には、当該税額に、当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末

日の翌日以後２月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出

期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相

当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
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提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

附 則

（延滞金の割合等の特例）

第３条の２ 当分の間、第19条、第43条第２項、第48条第５項、第50条第２項、第53

条の12第２項、第72条第２項、第98条第５項、第101条第２項、第139条第２項（第

140条の７において準用する場合を含む｡)及び第140条第２項（第140条の７におい

て準用する場合を含む｡)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3

パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合（当該年の

前年に租税特別措置法第93条第２項の規定により告示された割合に年１パーセント

の割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ｡)が年7.3パーセントの割

合に満たない場合には、その年（以下この条において「特例基準割合適用年」とい

う｡)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年に

おける特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセン

トの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当

該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割

合）とする。

２ 当分の間、第52条第１項及び第４項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合

は、これらの規定にかかわらず、特例基準割合適用年中においては、当該特例基準

割合適用年における特例基準割合とする。

（納期限の延長に係る延滞金の特例）

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第89号）第15条第１項（同項第１号に

係る部分に限る｡)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5.5パーセン

トを超えて定められる日からその後年5.5パーセント以下に定められる日の前日ま

での期間（当該期間内に前条第２項の規定により第52条第１項及び第４項に規定す

る延滞金の割合を前条第２項に規定する特例基準割合とする年に含まれる期間があ

る場合には、当該期間を除く。以下この項において「特例期間」という｡)内（法人

税法第75条の２第１項（同法第144条の８において準用する場合を含む｡)の規定に

より延長された法第321条の８第１項に規定する申告書の提出期限又は法人税法第

81条の24第１項の規定により延長された法第321条の８第４項に規定する申告書の

提出期限が当該年5.5パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる市

民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合における当該市民税に係る第52

条の規定による延滞金にあっては、当該年5.5パーセントを超えて定められる日か

ら当該延長された申告書の提出期限までの期間内）は、特例期間内にその申告基準

日の到来する市民税に係る第52条第１項及び第４項に規定する延滞金の年7.3パー

セントの割合は、これらの規定及び前条第２項の規定にかかわらず、当該年7.3パ

ーセントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年5.5

パーセントの割合を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数を

年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合（当該合計した割
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附 則

（延滞金の割合等の特例）

第３条の２ 当分の間、第19条、第43条第２項、第48条第３項、第50条第２項、第53

条の12第２項、第72条第２項、第98条第５項、第101条第２項、第139条第２項（第

140条の７において準用する場合を含む｡)及び第140条第２項（第140条の７におい

て準用する場合を含む｡)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3

パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合（当該年の

前年に租税特別措置法第93条第２項の規定により告示された割合に年１パーセント

の割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ｡)が年7.3パーセントの割

合に満たない場合には、その年（以下この条において「特例基準割合適用年」とい

う｡)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年に

おける特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセン

トの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当

該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割

合）とする。

２ 当分の間、第52条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定に

かかわらず、特例基準割合適用年中においては、当該特例基準割合適用年における

特例基準割合とする。

（納期限の延長に係る延滞金の特例）

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第89号）第15条第１項（同項第１号に

係る部分に限る｡)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5.5パーセン

トを超えて定められる日からその後年5.5パーセント以下に定められる日の前日ま

での期間（当該期間内に前条第２項の規定により第52条に規定する延滞金の割合を

同項に規定する特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を

除く。以下この項において「特例期間」という｡)内（法人税法第75条の２第１項

（同法第144条の８において準用する場合を含む｡)の規定により延長された法第321

条の８第１項に規定する申告書の提出期限又は法人税法第81条の24第１項の規定に

より延長された法第321条の８第４項に規定する申告書の提出期限が当該年5.5パー

セント以下に定められる日以後に到来することとなる市民税に係る申告基準日が特

例期間内に到来する場合における当該市民税に係る第52条の規定による延滞金に

あっては、当該年5.5パーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書

の提出期限までの期間内）は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係

る第52条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条及び前条第２項の規

定にかかわらず、当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準日における当該商業

手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合を超える部分の割合を年0.25パー

セントの割合で除して得た数を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを

合計した割合（当該合計した割合が年12.775パーセントの割合を超える場合には、
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合が年12.775パーセントの割合を超える場合には、年12.775パーセントの割合）と

する。

２ 省略

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合）

第10条の２ 法附則第15条第２項第１号に規定する市町村の条例で定める割合は、２

分の１とする。

２ 省略

３ 法附則第15条第２項第６号に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の３と

する。

４ 法附則第15条第８項に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。

５ 省略

６ 省略

７ 法附則第15条第29項第１号に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２と

する。

８ 法附則第15条第29項第２号に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１と

する。

９ 法附則第15条第29項第３号に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１と

する。

10 法附則第15条第30項第１号に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２と

する。

11 法附則第15条第30項第２号に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１と

する。

12 省略

13 省略

14 法附則第15条第32項第１号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は、３分の２とする。

15 法附則第15条第32項第１号ニに規定する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は、３分の２とする。

16 法附則第15条第32項第１号ホに規定する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は、３分の２とする。

17 法附則第15条第32項第２号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は、４分の３とする。

18 法附則第15条第32項第２号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は、４分の３とする。

19 法附則第15条第32項第３号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は、２分の１とする。

20 法附則第15条第32項第３号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条
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年12.775パーセントの割合）とする。

２ 省略

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合）

第10条の２ 法附則第15条第２項第１号に規定する市町村の条例で定める割合は、３

分の１とする。

２ 省略

３ 法附則第15条第２項第３号に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１と

する。

４ 法附則第15条第２項第７号に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の３と

する。

５ 法附則第15条第８項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。

６ 省略

７ 省略

８ 法附則第15条第29項に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。

９ 法附則第15条第30項に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。

10 省略

11 省略

12 法附則第15条第32項第２号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は、２分の１とする。

13 法附則第15条第32項第２号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条
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例で定める割合は、２分の１とする。

21 法附則第15条第32項第３号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は、２分の１とする。

22

省略

25

26 法附則第15条の８第２項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２とす

る。

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき

申告）

第10条の３ 省略

２ 省略

３ 法附則第15条の８第１項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の１月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書

を市長に提出しなければならない。

(1) 省略

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則第12条第８項に規

定する従前の権利に対応する部分の床面積

(3) 省略

４ 法附則第15条の８第２項の貸家住宅について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該年度の初日の属する年の１月31日までに次に掲げる事項を記載し、か

つ、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）第７条第１項の

登録を受けた旨を証する書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について令附則

第12条第12項第１号ロに規定する補助を受けている旨を証する書類を添付した申告

書を市長に提出しなければならない。

(1)

省略

(3)

５ 法附則第15条の８第３項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の１月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書

を市長に提出しなければならない。

(1) 省略

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則第12条第15項にお

いて準用する同条第８項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積

(3) 省略

６ 法附則第15条の９第１項に規定する耐震基準適合住宅について、同項の規定の適

用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から

３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証す

る書類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第17項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、平

～

～
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例で定める割合は、２分の１とする。

14 法附則第15条第32項第２号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は、２分の１とする。

15

省略

18

19 法附則第15条の８第４項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２とす

る。

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき

申告）

第10条の３ 省略

２ 省略

３ 法附則第15条の８第３項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の１月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書

を市長に提出しなければならない。

(1) 省略

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則第12条第17項に規

定する従前の権利に対応する部分の床面積

(3) 省略

４ 法附則第15条の８第４項の貸家住宅について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該年度の初日の属する年の１月31日までに次に掲げる事項を記載し、か

つ、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）第７条第１項の

登録を受けた旨を証する書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について令附則

第12条第21項第１号ロに規定する補助を受けている旨を証する書類を添付した申告

書を市長に提出しなければならない。

(1)

省略

(3)

５ 法附則第15条の８第５項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の１月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書

を市長に提出しなければならない。

(1) 省略

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則第12条第24項にお

いて準用する同条第17項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積

(3) 省略

６ 法附則第15条の９第１項に規定する耐震基準適合住宅について、同項の規定の適

用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から

３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証す

る書類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第26項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、平

～

～
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成25年４月１日前に当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修（当該耐震改修に要した

費用の額が30万円以上50万円以下のものに限る｡)に係る契約が締結され、同日以後

に当該耐震改修が完了するときは、当該耐震改修に係る契約をした日を証する書類

を併せて添付しなければならない。

(1)

省略

(6)

７ 法附則第15条の９第４項の高齢者等居住改修住宅又は同条第５項の高齢者等居住

改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第４項に

規定する居住安全改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第７条第８項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。

(1)

省略

(3)

(4) 令附則第12条第21項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当該者が同項各

号のいずれに該当するかの別

(5) 省略

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第22項に規定する補助金

等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

(7) 省略

８ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修住宅又は同条第10項の熱損失防止改修

専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第９項に規定

する熱損失防止改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に施行規則附則第７条第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。

(1)

省略

(4)

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則第12条第29項に規定する補助金等

(6) 省略

９ 法附則第15条の９の２第１項に規定する特定耐震基準適合住宅について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完

了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条

第10項各号に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)

省略

(6)

10 法附則第15条の９の２第４項に規定する特定熱損失防止改修住宅又は同条第５項

に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分について、これらの規定の適用を受け

～

～

～

～
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成25年４月１日前に当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修（当該耐震改修に要した

費用の額が30万円以上50万円以下のものに限る｡)に係る契約が締結され、同日以後

に当該耐震改修が完了するときは、当該耐震改修に係る契約をした日を証する書類

を併せて添付しなければならない。

(1)

省略

(6)

７ 法附則第15条の９第４項の高齢者等居住改修住宅又は同条第５項の高齢者等居住

改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第４項に

規定する居住安全改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第７条第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。

(1)

省略

(3)

(4) 令附則第12条第30項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当該者が同項各

号のいずれに該当するかの別

(5) 省略

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第31項に規定する補助金

等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

(7) 省略

８ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修住宅又は同条第10項の熱損失防止改修

専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第９項に規定

する熱損失防止改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に施行規則附則第７条第10項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。

(1)

省略

(4)

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則第12条第38項に規定する補助金等

(6) 省略

９ 法附則第15条の９の２第１項に規定する特定耐震基準適合住宅について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完

了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条

第11項各号に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)

省略

(6)

10 法附則第15条の９の２第４項に規定する特定熱損失防止改修住宅又は同条第５項

に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分について、これらの規定の適用を受け

～

～

～

～
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ようとする者は、法附則第15条の９第９項に規定する熱損失防止改修工事が完了し

た日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第11

項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)

省略

(4)

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則第12条第29項に規定する補助金等

(6) 省略

11 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第13項に規定する補助

に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年

法律第123号）第７条又は附則第３条第１項の規定による報告の写し及び当該耐震

改修後の家屋が令附則第12条第17項に規定する基準を満たすことを証する書類を添

付して市長に提出しなければならない。

(1)

省略

(4)

(5) 施行規則附則第７条第13項に規定する補助の算定の基礎となった当該耐震基準

適合家屋に係る耐震改修に要した費用

(6) 省略

12 法附則第15条の11第１項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から３月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行規則（平成18年国土交通省令第110号）第10条第２項に規定

する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成24年法

律第49号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証

する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法

人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成18

年政令第379号）第５条第３号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第４号に

規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する

場合には、３月以内に提出することができなかった理由

（土地に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の特

例に関する用語の意義）

～

～
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ようとする者は、法附則第15条の９第９項に規定する熱損失防止改修工事が完了し

た日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第12

項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)

省略

(4)

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則第12条第38項に規定する補助金等

(6) 省略

11 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第14項に規定する補助

に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年

法律第123号）第７条又は附則第３条第１項の規定による報告の写し及び当該耐震

改修後の家屋が令附則第12条第26項に規定する基準を満たすことを証する書類を添

付して市長に提出しなければならない。

(1)

省略

(4)

(5) 施行規則附則第７条第14項に規定する補助の算定の基礎となった当該耐震基準

適合家屋に係る耐震改修に要した費用

(6) 省略

（土地に対して課する平成27年度から平成29年度までの各年度分の固定資産税の特

例に関する用語の意義）

～

～
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第11条 次条から附則第14条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。

(1)

省略

(5)

(6) 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第18条第６項（附則第13条の場合

には、法附則第19条第２項において準用する法附則第18条第６項）

（平成31年度又は平成32年度における土地の価格の特例）

第11条の２ 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると

認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価格（法附則

第17条の２第１項に規定する修正前の価格をいう｡)を当該年度分の固定資産税の課

税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における

当該土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第61条の規定にかかわらず、平

成31年度分又は平成32年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法附則第

17条の２第１項に規定する修正価格をいう｡)で土地課税台帳等に登録されたものと

する。

２ 法附則第17条の２第２項に規定する平成31年度適用土地又は平成31年度類似適用

土地であって、平成32年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこ

ととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第61条の規定に

かかわらず、修正された価格（法附則第17条の２第２項に規定する修正された価格

をいう｡)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

（宅地等に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の

特例）

第12条 宅地等に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の額

は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固

定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税

について法第349条の３の２の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格

に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ｡)に100分の５を乗じ

て得た額を加算した額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条

の３又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下

「宅地等調整固定資産税額」という｡)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産

税額とする。

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成30年度から平成32年度までの各年

度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の６を乗じて得た

額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第

15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこ

～
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第11条 次条から附則第14条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。

(1)

省略

(5)

(6) 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第18条第６項（附則第13条の場合

にあっては、法附則第19条第２項において準用する法附則第18条第６項）

（平成28年度又は平成29年度における土地の価格の特例）

第11条の２ 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると

認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価格（法附則

第17条の２第１項に規定する修正前の価格をいう｡)を当該年度分の固定資産税の課

税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における

当該土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第61条の規定にかかわらず、平

成28年度分又は平成29年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法附則第

17条の２第１項に規定する修正価格をいう｡)で土地課税台帳等に登録されたものと

する。

２ 法附則第17条の２第２項に規定する平成28年度適用土地又は平成28年度類似適用

土地であって、平成29年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこ

ととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第61条の規定に

かかわらず、修正された価格（法附則第17条の２第２項に規定する修正された価格

をいう｡)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

（宅地等に対して課する平成27年度から平成29年度までの各年度分の固定資産税の

特例）

第12条 宅地等に係る平成27年度から平成29年度までの各年度分の固定資産税の額

は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固

定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税

について法第349条の３の２の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格

に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ｡)に100分の５を乗じ

て得た額を加算した額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条

の３又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下

「宅地等調整固定資産税額」という｡)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産

税額とする。

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成27年度から平成29年度までの各年

度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の６を乗じて得た

額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第

15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこ

～
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れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、

同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成30年度から平成32年度までの各年

度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の２を乗じて得た額

（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第15条

から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の

規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係

る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の額は、第１項の規定に

かかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税

の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又

は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、

前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合に

おける固定資産税額とする。

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平

成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の額は、第１項の規定にかか

わらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に

10分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第

349条の３又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等で

あるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産

税額とする。

（農地に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の特

例）

第13条 農地に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の額は、

当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資

産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資産

税について法第349条の３又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受

ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表

の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「農地調整固定

資産税額」という｡)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。
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れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合にあっ

ては、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成27年度から平成29年度までの各年

度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の２を乗じて得た額

（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第15条

から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合にあっては、

同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係

る平成27年度から平成29年度までの各年度分の固定資産税の額は、第１項の規定に

かかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税

の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又

は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、

当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

とする。

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平

成27年度から平成29年度までの各年度分の固定資産税の額は、第１項の規定にかか

わらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に

10分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第

349条の３又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等で

あるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産

税額とする。

（農地に対して課する平成27年度から平成29年度までの各年度分の固定資産税の特

例）

第13条 農地に係る平成27年度から平成29年度までの各年度分の固定資産税の額は、

当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資

産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資産

税について法第349条の３又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受

ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表

の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「農地調整固定

資産税額」という｡)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。
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省略

（特別土地保有税の課税の特例）

第15条 附則第12条第１項から第５項までの規定の適用がある宅地等（附則第11条第

２号に掲げる宅地等をいうものとし、法第349条の３、第349条の３の２又は法附則

第15条から第15条の３までの規定の適用がある宅地等を除く｡)に対して課する平成

30年度から平成32年度までの各年度分の特別土地保有税については、第137条第１

号及び第140条の５中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあ

るのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第12条第１項から第５項までに規定

する課税標準となるべき額」とする。

２ 法附則第11条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年１月１日

から平成33年３月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税につい

ては、第137条第２号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは

「不動産取得税の課税標準となるべき価格（法附則第11条の５第１項の規定の適用

がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう｡)に２分の１を乗じ

て得た額」とし、「令第54条の38第１項に規定する価格」とあるのは「令第54条の

38第１項に規定する価格（法附則第11条の５第１項の規定の適用がないものとした

場合における価格をいう｡)に２分の１を乗じて得た額」とする。

３

省略

５

～
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（特別土地保有税の課税の特例）

第15条 附則第12条第１項から第５項までの規定の適用がある宅地等（附則第11条第

２号に掲げる宅地等をいうものとし、法第349条の３、第349条の３の２又は法附則

第15条から第15条の３までの規定の適用がある宅地等を除く｡)に対して課する平成

27年度から平成29年度までの各年度分の特別土地保有税については、第137条第１

号及び第140条の５中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあ

るのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第12条第１項から第５項までに規定

する課税標準となるべき額」とする。

２ 法附則第11条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年１月１日

から平成30年３月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税につい

ては、第137条第２号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは

「不動産取得税の課税標準となるべき価格（法附則第11条の５第１項の規定の適用

がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう｡)に２分の１を乗じ

て得た額」とし、「令第54条の38第１項に規定する価格」とあるのは「令第54条の

38第１項に規定する価格（法附則第11条の５第１項の規定の適用がないものとした

場合における価格をいう｡)に２分の１を乗じて得た額」とする。

３

省略

５

～

- 31 -



（最終印刷日時：2018/05/16 午後 2 時 32 分）

- 1 -

新 旧 条 文

例規名

新 条 文

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

島田市都市計画税条例

附 則

１

省略

10

（改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする

者がすべき申告）

11 法附則第15条の11第１項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から３月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行規則（平成18年国土交通省令第110号）第10条第２項に規定

する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成24年法

律第49号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証

する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第５

項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号

に限る。以下この号において同じ｡)又は法人番号（同条第15項に規定する法人番

号をいう。以下この号において同じ｡)（個人番号又は法人番号を有しない者に

あっては、住所及び氏名又は名称）

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成18

年政令第379号）第５条第３号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第４号に

規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する

場合には、３月以内に提出することができなかった理由

（宅地等に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の

特例）

12 宅地等に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の額は、当

該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画

税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の都市計画税につい

て法第702条の３の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定

める率を乗じて得た額。以下同じ｡)に100分の５を乗じて得た額を加算した額（当

報告第12号
参 考

～
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附 則

１

省略

10

（宅地等に対して課する平成27年度から平成29年度までの各年度分の都市計画税の

特例）

11 宅地等に係る平成27年度から平成29年度までの各年度分の都市計画税の額は、当

該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画

税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の都市計画税につい

て法第702条の３の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定

める率を乗じて得た額。以下同じ｡)に100分の５を乗じて得た額を加算した額（当

～
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該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３（第19項を除く｡)又は

法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「宅地等

調整都市計画税額」という｡)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とす

る。

13 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成30年度から平成32年度までの各年

度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等

に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の６を乗じて得た

額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３（第19項を除

く｡)又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等であると

きは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を

超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

14 附則第12項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成30年度から平成32年度までの

各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地

等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の２を乗じて得

た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３（第19項を除

く｡)又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年

度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満た

ない場合には、附則第12項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

15 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係

る平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第12項の規

定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計

画税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の

３（第19項を除く｡)又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商

業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額とする。

16 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平

成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第12項の規定に

かかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価

格に10分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法

第349条の３（第19項を除く｡)又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用

を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした

場合における都市計画税額とする。

（農地に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の特

例）
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該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３（第19項を除く｡)又は

法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「宅地等

調整都市計画税額」という｡)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とす

る。

12 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成27年度から平成29年度までの各年

度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等

に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の６を乗じて得た

額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３（第19項を除

く｡)又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等であると

きは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を

超える場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

13 附則第11項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成27年度から平成29年度までの

各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地

等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の２を乗じて得

た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３（第19項を除

く｡)又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年

度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満た

ない場合にあっては、附則第11項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

14 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係

る平成27年度から平成29年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第11項の規

定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計

画税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の

３（第19項を除く｡)又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商

業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額とする。

15 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平

成27年度から平成29年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第11項の規定に

かかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価

格に10分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法

第349条の３（第19項を除く｡)又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用

を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした

場合における都市計画税額とする。

（農地に対して課する平成27年度から平成29年度までの各年度分の都市計画税の特

例）
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17 農地に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該

農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税

に係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資産税に

ついて法第349条の３（第19項を除く｡)又は法附則第15条から第15条の３までの規

定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に

応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「農

地調整都市計画税額」という｡)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とす

る。

省略

18 附則第12項及び第14項の「宅地等」とは法附則第17条第２号に、附則第12項及び

第15項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第６項において

読み替えて準用される法附則第18条第６項に、附則第13項、第15項及び第16項の

「商業地等」とは法附則第17条第４号に、附則第15項から第17項までの「負担水

準」とは法附則第17条第８号ロに、附則第17項の「農地」とは法附則第17条第１号

に、附則第17項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第２項

において読み替えて準用される法附則第18条第６項に規定するところによる。

19 法附則第15条第１項、第13項、第17項、第18項、第20項から第24項まで、第26

項、第27項、第31項、第35項、第39項、第42項、第44項若しくは第45項、第15条の

２第２項又は第15条の３の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第２条

第２項中「又は第34項」とあるのは「若しくは第34項又は法附則第15条から第15条

の３まで」とする。

（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する都市計画税に関する経過

措置）

20 地方税法等の一部を改正する法律（平成30年法律第３号）附則第22条第１項の規

定に基づき、平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税については、

法附則第25条の３の規定を適用しないこととする。
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16 農地に係る平成27年度から平成29年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該

農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税

に係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資産税に

ついて法第349条の３（第19項を除く｡)又は法附則第15条から第15条の３までの規

定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に

応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「農

地調整都市計画税額」という｡)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とす

る。

省略

17 附則第11項及び第13項の「宅地等」とは法附則第17条第２号に、附則第11項及び

第14項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第６項において

読み替えて準用される法附則第18条第６項に、附則第12項、第14項及び第15項の

「商業地等」とは法附則第17条第４号に、附則第14項から第16項までの「負担水

準」とは法附則第17条第８号ロに、附則第16項の「農地」とは法附則第17条第１号

に、附則第16項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第２項

において読み替えて準用される法附則第18条第６項に規定するところによる。

18 法附則第15条第１項、第13項、第17項から第24項まで、第26項、第27項、第31

項、第35項、第39項、第42項、第44項若しくは第45項、第15条の２第２項又は第15

条の３の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第２条第２項中「又は第

34項」とあるのは「若しくは第34項又は法附則第15条から第15条の３まで」とす

る。

（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する都市計画税に関する経過

措置）

19 地方税法等の一部を改正する法律（平成21年法律第９号）附則第９条第１項の規

定に基づき、平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税については、

法附則第25条の３の規定を適用しないこととする。
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島田市国民健康保険税条例

（国民健康保険税の減額）

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国

民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減

額して得た額（当該減額して得た額が54万円を超える場合には、54万円）、同条第

３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が19万円を超える場合には、19万円）並びに同条第４項本文

の介護納付金課税額からオに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が16

万円を超える場合には、16万円）の合算額とする。

(1) 省略

(2) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が33万円に被

保険者及び特定同一世帯所属者１人につき27万5,000円を加算した金額を超えな

い世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く｡)

ア

省略

オ

(3) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33万円に

被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき50万円を加算した金額を超えない世

帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く｡)

ア

省略

オ

～

～

報告第13号
参 考
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（国民健康保険税の減額）

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国

民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減

額して得た額（当該減額して得た額が54万円を超える場合には、54万円）、同条第

３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が19万円を超える場合には、19万円）並びに同条第４項本文

の介護納付金課税額からオに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が16

万円を超える場合には、16万円）の合算額とする。

(1) 省略

(2) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が33万円に被

保険者及び特定同一世帯所属者１人につき27万円を加算した金額を超えない世帯

に係る納税義務者（前号に該当する者を除く｡)

ア

省略

オ

(3) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33万円に

被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき49万円を加算した金額を超えない世

帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く｡)

ア

省略

オ

～

～
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島田市職員の退職手当に関する条例

（勤続期間の計算）

第７条 省略

２

省略

４

５ 第１項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員

又は国家公務員（国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）第２条に規定す

る者をいう。以下同じ｡)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する｡)で任命権

者の求めにより職員となった者のうち市長が特に必要と認めた者が引き続いて職員

となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期

間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等として

の引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次に掲

げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計

算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当す

る給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間（当該

給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手

当に関する規定又は特定地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第

118号）第２条第２項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ｡)の退職

手当の支給の基準（同法第48条第２項又は第51条第２項に規定する基準をいう。以

下同じ｡)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の

日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生

じたときは、その端数を切り捨てる｡)に相当する月数）は、その者の職員としての

引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 省略

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人（以下「地方公共団体等」とい

う｡)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公

共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地

方独立行政法人（地方独立行政法人法第８条第１項第５号に規定する一般地方独

立行政法人をいう。以下同じ｡)、地方公社若しくは公庫等（国家公務員退職手当

法第７条の２第１項に規定する公庫等をいう。以下同じ｡)(以下「一般地方独立

行政法人等」という｡)に使用される者（役員及び常時勤務に服することを要しな

い者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という｡)が、任命権者若しく

はその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支

給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地

方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一

～

報告第14号
参 考
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（勤続期間の計算）

第７条 省略

２

省略

４

５ 第１項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員

又は国家公務員（国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）第２条に規定す

る者をいう。以下同じ｡)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する｡)で任命権

者の求めにより職員となった者のうち市長が特に必要と認めた者が引き続いて職員

となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期

間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等として

の引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次に掲

げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計

算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当す

る給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間（当該

給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手

当に関する規定又は特定地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第

118号）第２条第２項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ｡)の退職

手当の支給の基準（同法第48条第２項又は第51条第２項に規定する基準をいう。以

下同じ｡)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の

日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生

じたときは、その端数を切り捨てる｡)に相当する月数）は、その者の職員としての

引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 省略

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人（以下「地方公共団体等」とい

う｡)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公

共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地

方独立行政法人（地方独立行政法人法第８条第３項に規定する一般地方独立行政

法人をいう。以下同じ｡)、地方公社若しくは公庫等（国家公務員退職手当法第７

条の２第１項に規定する公庫等をいう。以下同じ｡)(以下「一般地方独立行政法

人等」という｡)に使用される者（役員及び常時勤務に服することを要しない者を

除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という｡)が、任命権者若しくはその

委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給され

ないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共

団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方

～
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４
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37

38

39

40

般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員とし

ての勤続期間に通算することと定めているものの公務員（以下「特定地方公務

員」という｡)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一

般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当（これに相当する給与を含む。以

下この項において同じ｡)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独

立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行

政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独

立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一

般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地

方公社に使用される者としての勤続期間に通算することを定めているものに使用

される者（役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ

「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という｡)となるた

め退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員

として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き

続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合に

おいては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後

の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3)

省略

(7)

６

省略

９

～

～
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独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤

続期間に通算することと定めているものの公務員（以下「特定地方公務員」とい

う｡)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独

立行政法人又は地方公社で、退職手当（これに相当する給与を含む。以下この項

において同じ｡)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法

人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等

の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法

人又は地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独

立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に

使用される者としての勤続期間に通算することを定めているものに使用される者

（役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般

地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という｡)となるため退職し、

かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職

した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以

外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、

先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外

の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3)

省略

(7)

６

省略

９

～

～
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（最終印刷日時：2018/05/16 午後 2 時 41 分）
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新 旧 条 文

例規名

新 条 文

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

島田市都市計画税条例

○第１条関係

附 則

１

省略

18

19 法附則第15条第１項、第13項、第17項、第18項、第20項から第24項まで、第26

項、第27項、第31項、第35項、第39項、第42項、第44項、第45項若しくは第48項、

第15条の２第２項又は第15条の３の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限

り、第２条第２項中「又は第34項」とあるのは「若しくは第34項又は法附則第15条

から第15条の３まで」とする。

20 省略

○第２条関係

附 則

１

省略

８

（法附則第15条第43項の条例で定める割合）

９ 法附則第15条第43項に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。

（法附則第15条第44項の条例で定める割合）

10 法附則第15条第44項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。

11

省略

18

19 法附則第15条第１項、第13項、第17項、第18項、第20項から第24項まで、第26

項、第27項、第31項、第35項、第39項、第42項から第44項まで若しくは第47項、第

15条の２第２項又は第15条の３の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、

第２条第２項中「又は第34項」とあるのは「若しくは第34項又は法附則第15条から

第15条の３まで」とする。

20 省略

報告第15号
参 考

～

～

～

- 44 -



（最終印刷日時：2018/05/16 午後 2 時 41 分）

- 1 -

対 照 表

旧 条 文

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

○第１条関係

附 則

１

省略

18

19 法附則第15条第１項、第13項、第17項、第18項、第20項から第24項まで、第26

項、第27項、第31項、第35項、第39項、第42項、第44項若しくは第45項、第15条の

２第２項又は第15条の３の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第２条

第２項中「又は第34項」とあるのは「若しくは第34項又は法附則第15条から第15条

の３まで」とする。

20 省略

○第２条関係

附 則

１

省略

８

（法附則第15条第44項の条例で定める割合）

９ 法附則第15条第44項に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。

（法附則第15条第45項の条例で定める割合）

10 法附則第15条第45項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。

11

省略

18

19 法附則第15条第１項、第13項、第17項、第18項、第20項から第24項まで、第26

項、第27項、第31項、第35項、第39項、第42項、第44項、第45項若しくは第48項、

第15条の２第２項又は第15条の３の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限

り、第２条第２項中「又は第34項」とあるのは「若しくは第34項又は法附則第15条

から第15条の３まで」とする。

20 省略

～

～

～
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（最終印刷日時：2018/05/16 午後 2 時 41 分）
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新 旧 条 文

例規名

新 条 文

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

島田市介護保険条例

（保険料率）

第４条 平成30年度から平成32年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲

げる第１号被保険者（介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という｡)第

９条第１号に規定する第１号被保険者をいう。以下同じ｡)の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。

(1)

省略

(5)

(6) 次のいずれかに該当する者 67,320円

ア 地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第１項第13号に規定する合計所得

金額（以下「合計所得金額」という｡)（租税特別措置法（昭和32年法律第26

号）第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第

34条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項又は第36条の規定の適用が

ある場合には、当該合計所得金額から令第22条の２第２項に規定する特別控除

額を控除して得た額とする。以下この項において同じ｡)が125万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 省略

(7)

省略

(11)

２ 省略

～

～

報告第16号
参 考
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（最終印刷日時：2018/05/16 午後 2 時 41 分）
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対 照 表

旧 条 文

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11
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13

14

15

16

17

18
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

（保険料率）

第４条 平成30年度から平成32年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲

げる第１号被保険者（介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という｡)第

９条第１号に規定する第１号被保険者をいう。以下同じ｡)の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。

(1)

省略

(5)

(6) 次のいずれかに該当する者 67,320円

ア 地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第１項第13号に規定する合計所得

金額（以下「合計所得金額」という｡)（租税特別措置法（昭和32年法律第26

号）第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第

34条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項又は第36条の規定の適用が

ある場合には、当該合計所得金額から令第38条第４項に規定する特別控除額を

控除して得た額とする。以下この項において同じ｡)が125万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 省略

(7)

省略

(11)

２ 省略

～

～
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（最終印刷日時：2018/05/16 午後 2 時 43 分）
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新 旧 条 文

例規名

新 条 文

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

島田市税条例等

○第１条関係（島田市税条例）

（市民税の納税義務者等）

第23条 市民税は、第１号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第

３号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第２号及び第４号の

者に対しては均等割額により、第５号の者に対しては法人税割額により課する。

(1)

省略

(5)

２ 省略

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、令第47条に規

定する収益事業を行うもの（当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。

第31条第２項の表の第１号において「人格のない社団等」という｡)又は法人課税信

託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節（第48条第10項から第12項まで

を除く｡)の規定中法人の市民税に関する規定を適用する。

（個人の市民税の非課税の範囲）

第24条 省略

(1) 省略

(2) 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫（これらの者の前年の合計所得金額が135万

円を超える場合を除く｡)

２ 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所

得金額が28万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に１を加えた数を乗じ

て得た金額に10万円を加算した金額（その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有す

る場合には、当該金額に16万8,000円を加算した金額）以下である者に対しては、

均等割を課さない。

（所得控除）

第34条の２ 所得割の納税義務者が法第314条の２第１項各号のいずれかに掲げる者

に該当する場合には、同条第１項及び第３項から第12項までの規定により雑損控除

額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料

控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦（寡夫）控除額、勤労学生控除

額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が

2,500万円以下である所得割の納税義務者については、同条第２項、第７項及び第

12項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所

得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

議案第45号
参 考

～
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（最終印刷日時：2018/05/16 午後 2 時 43 分）

- 1 -

対 照 表

旧 条 文

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

○第１条関係（島田市税条例）

（市民税の納税義務者等）

第23条 市民税は、第１号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、

第３号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第２号及び第４

号の者に対しては均等割額によって、第５号の者に対しては法人税割額によって課

する。

(1)

省略

(5）

２ 省略

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、令第47条に規

定する収益事業を行うもの（当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。

第31条第２項の表の第１号において「人格のない社団等」という｡)又は法人課税信

託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定中法人の市民税に関する

規定を適用する。

（個人の市民税の非課税の範囲）

第24条 省略

(1) 省略

(2) 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫（これらの者の前年の合計所得金額が125万

円を超える場合を除く｡)

２ 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所

得金額が28万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に１を加えた数を乗じ

て得た金額（その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に

16万8,000円を加算した金額）以下である者に対しては、均等割を課さない。

（所得控除）

第34条の２ 所得割の納税義務者が法第314条の２第１項各号のいずれかに掲げる者

に該当する場合には、同条第１項及び第３項から第12項までの規定により雑損控除

額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料

控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦（寡夫）控除額、勤労学生控除

額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、所得割の納税義務者につ

いては、同条第２項、第７項及び第12項の規定により基礎控除額をそれぞれその者

の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控

除する。

～

- 49 -



- 2 -

１

２
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４
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７

８

９
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35
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37

38

39

40

（調整控除）

第34条の６ 前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者につい

ては、その者の第34条の３の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する。

(1) 当該納税義務者の第34条の３第２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得

金額及び課税山林所得金額の合計額（以下この条において「合計課税所得金額」

という)が200万円以下である場合次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の

100分の３に相当する金額

ア ５万円に、当該納税義務者が法第314条の６第１号イの表の上欄に掲げる者

に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算し

た金額を加算した金額

イ 省略

(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 アに掲げる金額

からイに掲げる金額を控除した金額（当該金額が５万円を下回る場合には、５万

円とする))の100分の３に相当する金額

ア ５万円に、当該納税義務者が法第314条の６第１号イの表の上欄に掲げる者

に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算し

た金額を加算した金額

イ 省略

（市民税の申告）

第36条の２ 第23条第１項第１号に掲げる者は、３月15日までに、施行規則第５号の

４様式（別表）による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第317

条の６第１項又は第４項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を

提出する義務がある者から１月１日現在において給与又は公的年金等の支払を受け

ている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所

得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会

保険料控除額（令第48条の９の７に規定するものを除く｡)、小規模企業共済等掛金

控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除

額（所得税法第２条第１項第33号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを

除く｡)若しくは法第314条の２第５項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併

せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第８項に規定する純損失

の金額の控除、同条第９項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは

第34条の７の規定により控除すべき金額（以下この条において「寄附金税額控除

額」という｡)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得

等以外の所得を有しなかった者」という｡)及び第24条第２項に規定する者（施行規

則第２条の２第１項の表の上欄の(二)に掲げる者を除く｡)については、この限りで

はない。

２
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（調整控除）

第34条の６ 所得割の納税義務者については、その者の第34条の３の規定による所得

割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除す

る。

(1) 当該納税義務者の第34条の３第２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得

金額及び課税山林所得金額の合計額（以下この条において「合計課税所得金額」

という)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の

100分の３に相当する金額

ア ５万円に、当該納税義務者が法第314条の６第１号イの表の上欄に掲げる者

に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を

合算した金額を加算した金額

イ 省略

(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 アに掲げる金額

からイに掲げる金額を控除した金額（当該金額が５万円を下回る場合には、５万

円とする｡)の100分の３に相当する金額

ア ５万円に、当該納税義務者が法第314条の６第１号イの表の上欄に掲げる者

に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を

合算した金額を加算した金額

イ 省略

（市民税の申告）

第36条の２ 第23条第１項第１号の者は、３月15日までに、施行規則第５号の４様式

（別表）による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第317条の６

第１項又は第４項の規定によって給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出

する義務がある者から１月１日現在において給与又は公的年金等の支払を受けてい

る者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を

有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険

料控除額（令第48条の９の７に規定するものを除く｡)、小規模企業共済等掛金控除

額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若

しくは法第314条の２第５項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損

控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第８項に規定する純損失の金額の

控除、同条第９項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第34条の

７の規定によって控除すべき金額（以下この条において「寄附金税額控除額」とい

う｡)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の

所得を有しなかった者」という｡)及び第24条第２項に規定する者（施行規則第２条

の２第１項の表の上欄の(二)に掲げる者を除く｡)については、この限りでない。

２
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省略

９

（年金所得に係る仮特別徴収税額等）

第47条の５ 省略

２ 省略

３ 第47条の３及び前条の規定は、第１項の規定による特別徴収について準用する。

この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは

「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第47条の３中「前条第１項」とあるのは

「第47条の５第１項」と、「の特別徴収義務者」とあるのは「（同項に規定する年

金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ｡)の特別徴収義務者」と、前条第１

項及び第２項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税

額」と、同項中「の属する年の10月１日から翌年の３月31日」とあるのは「からそ

の日の属する年の９月30日」と読み替えるものとする。

（法人の市民税の申告納付）

第48条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第321条の８第１項、第２項、

第４項、第19項、第22項及び第23項の規定による申告書（第10項及び第11項におい

て「納税申告書」という｡)を、同条第１項、第２項、第４項、第19項及び第23項の

申告納付にあってはそれぞれこれらの規定による納期限までに、同条第22項の申告

納付にあっては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第１項後

段及び第３項の規定により提出があったものとみなされる申告書に係る税金を施行

規則第22号の４様式による納付書により納付しなければならない。

２

省略

９

10 法第321条の８第42項に規定する特定法人である内国法人は、第１項の規定によ

り、納税申告書により行うこととされている法人の市民税の申告については、同項

の規定にかかわらず、同条第42項及び施行規則で定めるところにより、納税申告書

に記載すべきものとされている事項（次項において「申告書記載事項」という｡)

を、法第762条第１号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、か

つ、地方税共同機構（第12項において「機構」という｡)を経由して行う方法その他

施行規則で定める方法により市長に提供することにより、行わなければならない。

11 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された

納税申告書により行われたものとみなして、この条例又はこれに基づく規則の規定

を適用する。

12 第10項の規定により行われた同項の申告は、法第762条第１号の機構の使用に係

る電子計算機（入出力装置を含む｡)に備えられたファイルへの記録がされた時に同

項に規定する市長に到達したものとみなす。

～

～

- 52 -



- 3 -

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

省略

９

（年金所得に係る仮特別徴収税額等）

第47条の５ 省略

２ 省略

３ 第47条の３及び前条の規定は、第１項の規定による特別徴収について準用する。

この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは

「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第47条の３中「前条第１項」とあるのは

「第47条の５第１項」と、「の特別徴収義務者」とあるのは「（同項に規定する年

金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ｡)の特別徴収義務者」と、前条第１

項及び第２項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税

額」と、同条中「の属する年の10月１日から翌年の３月31日」とあるのは「からそ

の日の属する年の９月30日」と読み替えるものとする。

（法人の市民税の申告納付）

第48条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第321条の８第１項、第２項、

第４項、第19項、第22項及び第23項の規定による申告書を、同条第１項、第２項、

第４項、第19項及び第23項の申告納付にあってはそれぞれこれらの規定による納期

限までに、同条第22項の申告納付にあっては遅滞なく市長に提出し、及びその申告

に係る税金又は同条第１項後段及び第３項の規定により提出があったものとみなさ

れる申告書に係る税金を施行規則第22号の４様式による納付書により納付しなけれ

ばならない。

２

省略

９

～

～
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第４節 市たばこ税

（製造たばこの区分）

第92条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造

たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

(1) 喫煙用の製造たばこ

ア 紙巻たばこ

イ 葉巻たばこ

ウ パイプたばこ

エ 刻みたばこ

オ 加熱式たばこ

(2) かみ用の製造たばこ

(3) かぎ用の製造たばこ

（市たばこ税の納税義務者等）

第92条の２ 省略

（卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合）

第93条 省略

（製造たばことみなす場合）

第93条の２ 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその

他の物品又はこれらの混合物を充填したもの（たばこ事業法第３条第１項に規定す

る会社（以下この条において「会社」という｡)、加熱式たばこの喫煙用具であって

加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したもの

を製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となる

グリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したものを会社又は特定販売業

者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第８条の２

の２で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたもの

に限る。以下この条及び次条第３項第１号において「特定加熱式たばこ喫煙用具」

という｡)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合におい

て、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

（たばこ税の課税標準）

第94条 たばこ税の課税標準は、第92条の２第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し

若しくは消費等（以下この条及び第98条において「売渡し等」という｡)に係る製造

たばこの本数とする。

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く｡)の本数は、紙巻たばこの本数によるも

のとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に

応じ、それぞれ同表の右欄に定める重量をもって紙巻たばこの１本に換算するもの

とする。

区分 重量

１ 喫煙用の製造たばこ
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第４節 市たばこ税

（市たばこ税の納税義務者等）

第92条 省略

（卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合）

第93条 省略

（たばこ税の課税標準）

第94条 たばこ税の課税標準は、第92条第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若し

くは消費等に係る製造たばこの本数とする。

２ 前項の製造たばこの本数は、喫煙用の紙巻たばこの本数によるものとし、次の表

の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ

当該右欄に定める重量をもって喫煙用の紙巻たばこの１本に換算するものとする。

この場合において、製造たばこ代用品の区分については、当該製造たばこ代用品の

性状による。

区分 重量

１ 喫煙用の製造たばこ
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ア 葉巻たばこ

イ パイプたばこ

ウ 刻みたばこ

１グラム

１グラム

２グラム

省略

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げる方法により換

算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げ

る方法により換算した紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した紙巻たばこの本数

及び第３号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した

紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 加熱式たばこ（特定加熱式たばこ喫煙用具を除く｡)の重量の１グラムをもって

紙巻たばこの１本に換算する方法

(2) 加熱式たばこの重量（フィルターその他の施行規則第16条の２の２で定めるも

のに係る部分の重量を除く｡)の0.4グラムをもって紙巻たばこの0.5本に換算する

方法

(3) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこ

の１本の金額に相当する金額（所得税法等の一部を改正する法律（平成30年法律

第７号）附則第48条第１項第１号に定めるたばこ税の税率、一般会計における債

務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律（平成10年法律

第137号）第８条第１項に規定するたばこ特別税の税率、法第74条の５に規定す

るたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1,000で除

して得た金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。第８項におい

て同じ｡)をもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法

ア 売渡し等の時における小売定価（たばこ事業法第33条第１項又は第２項の認

可を受けた小売定価をいう｡)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に

相当する金額（消費税法（昭和63年法律第108号）の規定により課されるべき

消費税に相当する金額及び法第２章第３節の規定により課されるべき地方消費

税に相当する金額を除く｡)

イ アに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法（昭和59年法律第72号）第

10条第３項第２号ロ及び第４項の規定の例により算定した金額

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合

又は前項第１号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たば

この本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの

１個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第92条に

掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算す

る方法により行うものとする。

５ 第３項第２号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算

する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの

重量（同号に規定する加熱式たばこの重量をいう｡)に当該加熱式たばこの品目ごと
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ア パイプたばこ

イ 葉巻たばこ

ウ 刻みたばこ

１グラム

１グラム

２グラム

省略

３ 前項の表の左欄に掲げる製造たばこの重量を本数に換算する場合の計算は、第92

条第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目

ごとの１個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同

欄に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を喫煙用の紙巻たばこの

本数に換算する方法により行うものとする。
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の数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方

法により行うものとする。

６ 前２項の計算に関し、第４項の製造たばこの品目ごとの１個当たりの重量又は前

項の加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場

合には、その端数を切り捨てるものとする。

７ 第３項第３号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はイに定める金額

を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこ

の品目ごとの１個当たりの同号ア又はイに定める金額に当該加熱式たばこの品目ご

との数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方

法により行うものとする。

８ 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの第３項第３号アに定

める金額又は紙巻たばこの１本の金額に相当する金額に１銭未満の端数がある場合

には、その端数を切り捨てるものとする。

９ 第３項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に同項に規定する数を

乗じて計算した紙巻たばこの本数に１本未満の端数がある場合には、その端数を切

り捨てるものとする。

10 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、施行規則

で定めるところによる。

（たばこ税の税率）

第95条 たばこ税の税率は、1,000本につき5,692円とする。

（たばこ税の課税免除）

第96条 省略

２ 省略

３ 第１項の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、法第469条第１項

第１号に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消

費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等と

みなして、第92条の２の規定を適用する。

（たばこ税の申告納付の手続）

第98条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者（以下この節において「申

告納税者」という｡)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売

渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数（以下この節にお

いて「課税標準数量」という｡)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第96条

第１項の規定により免除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようと

する製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第１項の規定により控除を受けようと

する場合にあっては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記

載した施行規則第34号の２様式による申告書を市長に提出し、及びその申告に係る

税金を施行規則第34号の２の５様式による納付書によって納付しなければならな

い。この場合において、当該申告書には、第96条第２項に規定する書類及び次条第

１項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則
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４ 前項の計算に関し、製造たばこの品目ごとの１個当たりの重量に0.1グラム未満

の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

（たばこ税の税率）

第95条 たばこ税の税率は、1,000本につき5,262円とする。

（たばこ税の課税免除）

第96条 省略

２ 省略

３ 第１項の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、法第469条第１項

第１号に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消

費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等と

みなして、第92条の規定を適用する。

（たばこ税の申告納付の手続）

第98条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者（以下この節において「申

告納税者」という｡)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における第

92条第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品

目ごとの課税標準たる本数の合計数（以下この節において「課税標準数量」とい

う｡)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第96条第１項の規定により免除を

受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたば

こ税額並びに次条第１項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項の

適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第34号の２

様式による申告書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を施行規則第34号の２

の５様式による納付書によって納付しなければならない。この場合において、当該

申告書には、第96条第２項に規定する書類及び次条第１項の返還に係る製造たばこ
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第16号の５様式による書類を添付しなければならない。

２

省略

５

附 則

（個人の市民税の所得割の非課税の範囲等）

第５条 当分の間、市民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得につい

て第33条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計

額が、35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて

得た金額に10万円を加算した金額（その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する

場合には、当該金額に32万円を加算した金額）以下である者に対しては、第23条第

１項の規定にかかわらず、所得割（分離課税に係る所得割を除く｡)を課さない。

２ 省略

３ 省略

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合）

第10条の２ 省略

２

省略

25

26 法附則第15条第47項に規定する市町村の条例で定める割合は、零とする。

27 省略

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税

の課税の特例）

第17条の２ 省略

２ 省略

３ 第１項（前項において準用する場合を含む｡)の場合において、所得割の納税義務

者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条の４まで、第34

条から第35条の２まで、第36条の２、第36条の５、第37条、第37条の４から第37条

の６まで、第37条の８又は第37条の９の規定の適用を受けるときは、当該土地等の

譲渡は、第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良

住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

○第２条関係（島田市税条例）

（たばこ税の課税標準）

～

～
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の品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の５様式による書類を

添付しなければならない。

２

省略

５

附 則

（個人の市民税の所得割の非課税の範囲等）

第５条 当分の間、市民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得につい

て第33条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計

額が、35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に１を加えた数を乗じて

得た金額（その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に32

万円を加算した金額）以下である者に対しては、第23条第１項の規定にかかわら

ず、市民税の所得割（分離課税に係る所得割を除く｡)を課さない。

２ 省略

３ 省略

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合）

第10条の２ 省略

２

省略

25

26 省略

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税

の課税の特例）

第17条の２ 省略

２ 省略

３ 第１項（前項において準用する場合を含む｡)の場合において、所得割の納税義務

者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条の４まで、第34

条から第35条の２まで、第36条の２、第36条の５、第37条、第37条の４から第37条

の７まで、第37条の９の４又は第37条の９の５の規定の適用を受けるときは、当該

土地等の譲渡は、第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する

確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

○第２条関係（島田市税条例）

（たばこ税の課税標準）

～

～
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第94条 省略

２ 省略

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げる方法により換

算した紙巻たばこの本数に0.6を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げ

る方法により換算した紙巻たばこの本数に0.4を乗じて計算した紙巻たばこの本数

及び第３号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.4を乗じて計算した

紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1)

省略

(3)

４

省略

10

附 則

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合）

第10条の２ 省略

２

省略

23

24 法附則第15条第43項に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。

25 法附則第15条第44項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。

26 法附則第15条第46項に規定する市町村の条例で定める割合は、零とする。

27 省略

○第３条関係（島田市税条例）

（たばこ税の課税標準）

第94条 省略

２ 省略

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げる方法により換

算した紙巻たばこの本数に0.4を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げ

る方法により換算した紙巻たばこの本数に0.6を乗じて計算した紙巻たばこの本数

及び第３号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.6を乗じて計算した

紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 省略

(2) 省略

(3) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこ

の１本の金額に相当する金額（所得税法等の一部を改正する法律（平成30年法律

第７号）附則第48条第１項第２号に定めるたばこ税の税率、一般会計における債

～

～

～
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第94条 省略

２ 省略

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げる方法により換

算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げ

る方法により換算した紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した紙巻たばこの本数

及び第３号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した

紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1)

省略

(3)

４

省略

10

附 則

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合）

第10条の２ 省略

２

省略

23

24 法附則第15条第44項に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。

25 法附則第15条第45項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。

26 法附則第15条第47項に規定する市町村の条例で定める割合は、零とする。

27 省略

○第３条関係（島田市税条例）

（たばこ税の課税標準）

第94条 省略

２ 省略

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げる方法により換

算した紙巻たばこの本数に0.6を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げ

る方法により換算した紙巻たばこの本数に0.4を乗じて計算した紙巻たばこの本数

及び第３号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.4を乗じて計算した

紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 省略

(2) 省略

(3) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこ

の１本の金額に相当する金額（所得税法等の一部を改正する法律（平成30年法律

第７号）附則第48条第１項第１号に定めるたばこ税の税率、一般会計における債

～

～

～
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務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律（平成10年法律

第137号）第８条第１項に規定するたばこ特別税の税率、法第74条の５に規定す

るたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ千で除し

て得た金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。第８項において

同じ｡)をもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法

ア 省略

イ 省略

４

省略

10

（たばこ税の税率）

第95条 たばこ税の税率は、1,000本につき6,122円とする。

○第４条関係（島田市税条例）

（たばこ税の課税標準）

第94条 省略

２ 省略

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げる方法により換

算した紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げ

る方法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した紙巻たばこの本数

及び第３号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した

紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 省略

(2) 省略

(3) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこ

の１本の金額に相当する金額（たばこ税法（昭和59年法律第72号）第11条第１項

に規定するたばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の

確保に係る特別措置に関する法律（平成10年法律第137号）第８条第１項に規定

するたばこ特別税の税率、法第74条の５に規定するたばこ税の税率及び法第468

条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1,000で除して得た金額の合計額を100分

の60で除して計算した金額をいう。第８項において同じ｡)をもって紙巻たばこの

0.5本に換算する方法

ア 省略

イ アに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第10条第３項第２号ロ及び

法第467条第４項の規定の例により算定した金額

４

省略

10

（たばこ税の税率）

第95条 たばこ税の税率は、1,000本につき6,552円とする。

～

～
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務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律（平成10年法律

第137号）第８条第１項に規定するたばこ特別税の税率、法第74条の５に規定す

るたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1000で除

して得た金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。第８項におい

て同じ｡)をもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法

ア 省略

イ 省略

４

省略

10

（たばこ税の税率）

第95条 たばこ税の税率は、1,000本につき5,692円とする。

○第４条関係（島田市税条例）

（たばこ税の課税標準）

第94条 省略

２ 省略

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げる方法により換

算した紙巻たばこの本数に0.4を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げ

る方法により換算した紙巻たばこの本数に0.6を乗じて計算した紙巻たばこの本数

及び第３号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.6を乗じて計算した

紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 省略

(2) 省略

(3) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこ

の１本の金額に相当する金額（所得税法等の一部を改正する法律（平成30年法律

第７号）附則第48条第１項第２号に定めるたばこ税の税率、一般会計における債

務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律（平成10年法律

第137号）第８条第１項に規定するたばこ特別税の税率、法第74条の５に規定す

るたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ千で除し

て得た金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。第８項において

同じ｡)をもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法

ア 省略

イ アに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法（昭和59年法律第72号）第

10条第３項第２号ロ及び第４項の規定の例により算定した金額

４

省略

10

（たばこ税の税率）

第95条 たばこ税の税率は、1,000本につき6,122円とする。

～

～
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○第５条関係（島田市税条例）

（製造たばことみなす場合）

第93条の２ 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその

他の物品又はこれらの混合物を充.したもの（たばこ事業法第３条第１項に規定す

る会社（以下この条において「会社」という｡)、加熱式たばこの喫煙用具であって

加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したもの

を製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となる

グリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したものを会社又は特定販売業

者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第８条の２

の２で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたもの

に限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という｡)は、製造たば

ことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫

煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

（たばこ税の課税標準）

第94条 省略

２ 省略

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算し

た紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 省略

(2) 省略

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合

における計算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの１個当たりの重量に当該

製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第92条に掲げる製造たばこの区分

ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものと

する。

５ 第３項第１号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算

する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの

重量（同号に規定する加熱式たばこの重量をいう｡)に当該加熱式たばこの品目ごと

の数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方

法により行うものとする。

６ 省略

７ 第３項第２号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はイに定める金額

を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこ
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○第５条関係（島田市税条例）

（製造たばことみなす場合）

第93条の２ 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその

他の物品又はこれらの混合物を充填したもの（たばこ事業法第３条第１項に規定す

る会社（以下この条において「会社」という｡)、加熱式たばこの喫煙用具であって

加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したもの

を製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となる

グリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したものを会社又は特定販売業

者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第８条の２

の２で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたもの

に限る。以下この条及び次条第３項第１号において「特定加熱式たばこ喫煙用具」

という｡)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合におい

て、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

（たばこ税の課税標準）

第94条 省略

２ 省略

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げる方法により換

算した紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げ

る方法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した紙巻たばこの本数

及び第３号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した

紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 加熱式たばこ（特定加熱式たばこ喫煙用具を除く｡)の重量の１グラムをもって

紙巻たばこの１本に換算する方法

(2) 省略

(3) 省略

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合

又は前項第１号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たば

この本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの

１個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第92条に

掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算す

る方法により行うものとする。

５ 第３項第２号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算

する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの

重量（同号に規定する加熱式たばこの重量をいう｡)に当該加熱式たばこの品目ごと

の数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方

法により行うものとする。

６ 省略

７ 第３項第３号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はイに定める金額

を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこ
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の品目ごとの１個当たりの同号ア又はイに定める金額に当該加熱式たばこの品目ご

との数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方

法により行うものとする。

８ 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの第３項第２号アに定

める金額又は紙巻たばこの１本の金額に相当する金額に１銭未満の端数がある場合

には、その端数を切り捨てるものとする。

９ 省略

○第６条関係（島田市税条例等の一部を改正する条例）

附 則

（市たばこ税に関する経過措置）

第６条 省略

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第465条第１項に規定する売渡し又は同条

第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ３級品に係る市たば

こ税の税率は、島田市税条例第95条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率と

する。

(1) 省略

(2) 省略

(3) 平成30年４月１日から平成31年９月30日まで 1,000本につき4,000円

３ 省略

４ 平成28年４月１日前に地方税法第465条第１項に規定する売渡し又は同条第２項

に規定する売渡し若しくは消費等（同法第469条第１項第１号及び第２号に規定す

る売渡しを除く。以下この条において同じ｡)が行われた紙巻たばこ３級品を同日に

販売のため所持する卸売販売業者等（島田市税条例第92条の２第１項に規定する卸

売販売業者等をいう。以下この条において同じ｡)又は小売販売業者がある場合にお

いて、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律（平成27年法律第９号。以下

「所得税法等改正法」という｡)附則第52条第１項の規定により製造たばこの製造者

として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出し

たものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これら

の者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等

である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である

場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所におい

て所持されるものに限る｡)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市

たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したも

のとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本
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の品目ごとの１個当たりの同号ア又はイに定める金額に当該加熱式たばこの品目ご

との数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方

法により行うものとする。

８ 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの第３項第３号アに定

める金額又は紙巻たばこの１本の金額に相当する金額に１銭未満の端数がある場合

には、その端数を切り捨てるものとする。

９ 第３項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に同項に規定する数を

乗じて計算した紙巻たばこの本数に１本未満の端数がある場合には、その端数を切

り捨てるものとする。

10 省略

○第６条関係（島田市税条例等の一部を改正する条例）

附 則

（市たばこ税に関する経過措置）

第６条 省略

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第465条第１項に規定する売渡し又は同条

第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ３級品に係る市たば

こ税の税率は、新条例第95条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

(1) 省略

(2) 省略

(3) 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで 1,000本につき4,000円

３ 省略

４ 平成28年４月１日前に地方税法第465条第１項に規定する売渡し又は同条第２項

に規定する売渡し若しくは消費等（同法第469条第１項第１号及び第２号に規定す

る売渡しを除く。以下この条において同じ｡)が行われた紙巻たばこ３級品を同日に

販売のため所持する卸売販売業者等（新条例第92条第１項に規定する卸売販売業者

等をいう。以下この条において同じ｡)又は小売販売業者がある場合において、これ

らの者が所得税法等の一部を改正する法律（平成27年法律第９号。以下「所得税法

等改正法」という｡)附則第52条第１項の規定により製造たばこの製造者として当該

紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみ

なして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売

販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合

には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市

の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持され

るものに限る｡)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を

課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなさ

れる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円
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につき430円とする。

５

省略

12

13 平成31年10月１日前に地方税法第465条第１項に規定する売渡し又は同条第２項

に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため

所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得

税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻た

ばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして

同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業

者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市

の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域

内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるもの

に限る｡)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課す

る。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる

紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき1,692円と

する。

14 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合につ

いて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第５項

省略

平成28年５月２日 平成31年10月31日

第６項 平成28年９月30日 平成32年３月31日

省略

～
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７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

とする。

５

省略

12

13 平成31年４月１日前に地方税法第465条第１項に規定する売渡し又は同条第２項

に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため

所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得

税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻た

ばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして

同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業

者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市

の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域

内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるもの

に限る｡)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課す

る。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる

紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき1,262円と

する。

14 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合につ

いて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第５項

省略

平成28年５月２日 平成31年４月30日

第６項 平成28年９月30日 平成31年９月30日

省略

～
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（最終印刷日時：2018/05/16 午後 2 時 51 分）

- 1 -

新 旧 条 文

例規名

新 条 文

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

島田市立看護専門学校条例

（授業料）

第６条 授業料は、年額14万4,000円とし、次の表に定める区分により徴収する。た

だし、前期又は後期の全期間にわたって休学した者については、当該学期分の授業

料を徴収しない。

省略

２ 市長は、学期の中途において休学し、又は退学した者については、当該学期分の

授業料を徴収する。

３ 学期の中途において復学又は転入学（以下この項及び次項において「復学等」と

いう｡)をした者から徴収する当該学期分の授業料の額は、第１項本文の規定にかか

わらず、授業料の年額の12分の１に相当する額に復学等の日の属する月から当該学

期の最後の月までの月数を乗じて得た額とする。

４ 前項の授業料は、復学等をした日から10日以内に徴収するものとする。

議案第46号
参 考
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（最終印刷日時：2018/05/16 午後 2 時 51 分）

- 1 -

対 照 表

旧 条 文

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

（授業料）

第６条 授業料は、年額14万4,000円とし、次の表に定める区分により徴収する。

省略
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（最終印刷日時：2018/05/16 午後 2 時 52 分）

- 1 -

新 旧 条 文

例規名

新 条 文

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

島田市都市公園の設置基準等を定める条例

（公園施設の設置基準）

第３条 省略

２ 省略

３ 都市公園法施行令（昭和31年政令第290号）第８条第１項に規定する割合は、100

分の50とする。

議案第47号
参 考
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（最終印刷日時：2018/05/16 午後 2 時 52 分）

- 1 -

対 照 表

旧 条 文

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

（公園施設の設置基準）

第３条 省略

２ 省略
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新 旧 条 文

例規名

新 条 文

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

島田市病院事業の設置等に関する条例

別表（第６条関係）

区分 細目 単位 金額

特定初診料 １件につき 5,400円

特定再診料 １件につき 2,700円

省略

備考 省略

議案第48号
参 考
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旧 条 文

対 照 表

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

別表（第６条関係）

区分 細目 単位 金額

特定初診料 １件につき 2,160円

省略

備考 省略
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減額貸付の経緯、位置図、基本協定書及び契約書（案）

１ 減額貸付の経緯

旧金谷中学校跡地の活用については、「ふじのくに茶の都しずおか構想」に位

置づけられた拠点施設の具現化を目指し、アイデアコンペの開催、基本計画の策

定等を県とともに進め、市は平成30年２月、当該用地を活用するのにふさわしい

優先的交渉権者を決定した。

今後の施設整備・運営に当たり、事業者はリスクが軽減されたビジネスとして成

立可能となるスキームを構築していく必要があるとともに、地域住民や行政は、当

該事業用地が有効に活用され、地域全体が活性化していくことを望んでいるもので

ある。

その貸付条件については、マーケットサウンディング調査等の市場対話を通じ

て、多くの民間事業者から投資価値は低いと評価されたことから、配慮する必要

性が生じた。

更に、全体面積のうち国庫補助金を充当して取得した土地の面積（22,012.83

㎡）分から貸付料を徴収する場合は、その徴収金額は収益とみなされ国へ納付し

なければならないことを、国との協議により確認した。

上記２つの事由から、この国庫補助金を充当して取得した土地の面積分につい

ては貸付料の算定上から除外し、残りの土地の面積（32,698.00㎡）分に対して適

正な対価を用いて算出される貸付料を全体面積（54,710.83㎡）の最低貸付料とす

る判断をした。

この場合の貸付料は、月額1,200,000円と算出され、普通財産の減額貸付に該当

することから、地方自治法第96条第１項第６号の規定により議会の議決を求める

ものである。

２ 位置図

議案第49号
参 考

旧金谷中学校跡地

ふじのくに茶の都

ミュージアム
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旧金谷中学校跡地活用事業　基本協定書

旧金谷中学校跡地活用事業（以下「本事業」という。）に関して、島田市（以下「甲」

という。）と株式会社八ヶ岳モールマネージメント（以下「乙」という。）との間で、以

下のとおり基本協定（以下「本協定」という。）を締結する。

（目的）

第1条　本協定は、本事業に関し、甲と乙が別途締結する本件事業用定期借地権設定

契約について必要な事項を定めるとともに、甲と乙が円滑に事業を実施するために

必要な双方の協力及び諸手続について定めることを目的とする。

（用語の定義）

第2条　本協定について使用する用語の定義は、次の各号のとおりとする。

（1）本件募集要項等　本事業の実施に関して、甲と静岡県が平成29年10月に公表し

た「旧金谷中学校跡地活用事業プロポーザル募集要項」、「旧金谷中学校跡地活用

事業様式集及び記載要領」及び「事業用定期借地権設定契約書（案）」をいう。

（2）本件事業提案書　乙が本件募集要項等の規定に従い、甲と静岡県に対して提出

した本事業に関する提案書及び当該提案書を詳細に説明する目的で作成し甲と静

岡県に対して提出した説明又は補足文書をいう。

（3）本件事業用地　別表の用地をいう。

（4）本件事業用定期借地権設定契約　甲を借地権設定者、乙を借地権者として締結

する事業用定期借地権設定契約をいう。

（本件募集要項等に対する同意）

第3条　乙は、本件募集要項等を十分に理解し、これに同意したことを確認する。

（事業用定期借地権設定契約締結に向けた甲乙の協議と合意）

第4条　甲及び乙は、本件事業用定期借地権設定契約の締結に向けて、それぞれ誠実

に対応し、最善の努力をするものとする。

2　甲及び乙は、本事業の実施に関し協議を行い、本件募集要項等及び本件事業提案

書の趣旨に反しない限りで合意を追加し、又は補充することができる。

3　前項の合意は、書面によらなければならない。

（準備行為）

第5条　乙は、本件事業用定期借地権設定契約締結前であっても、自らの責任におい

て、本事業の実施に関して必要な準備作業を行うことができるものとし、甲は必要

かつ可能な範囲で、乙に対して協力するものとする。

2　甲又は乙のいずれの責にも帰すべき事由によらず、本件事業用定期借地権設定契

約の締結に至らなかったときは、別途書面による合意がある場合を除き、甲と乙が

本事業の準備に関して既に支出した費用などについては各自が負担するものとし、

かかる準備行為に要した費用に関連し、甲乙間での費用の請求、精算、その他相互

に債権債務の関係は一切生じないものとする。

（守秘義務）

第6条　甲及び乙は、本事業に関連して知り得た相手方の業務上の秘密事項を、相手
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方の事前の書面による承諾なしに、第三者に開示し、又は漏えいしてはならないも

のとし、本件事業用定期借地権設定契約締結後も同様とする。ただし、甲が島田市

情報公開条例（平成17年島田市条例第15号）その他の法令に基づき開示する場合は、

この限りではない。

（協定の有効期間）

第7条　本協定の有効期間は、本協定締結から本件事業用定期借地権設定契約の締結

の日までとする。ただし、本件事業用定期借地権設定契約が締結に至らなかった場

合には、その時点で本協定の効力は失われるものとする。

（協定の見直し等）

第8条　本協定の規定の見直し等は、甲及び乙が協議の上、書面による合意によって

行うことができる。

（議決が得られない場合の措置）

第9条　本件事業用定期借地権設定契約に係る提案議案が市議会で否決されたとき、

若しくは議決を得られる見込みがないと認められるときは、甲が乙に通知すること

により、本協定を解除することができる。

（不当介入に対する措置）

第10条　乙は、本事業の実施及び本協定の履行にあたり、反社会的勢力（暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2項に規定

する暴力団、同法第2条第6項に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）、

暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、無差別大量殺人行為を行った

団体（無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147

号）第5条及び第8条第2項第1号に掲げる処分を受けている団体をいう。以下同

じ。）又は無差別大量殺人行為を行った団体の構成員をいう。）又は反社会的勢力密接

関係者から、社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為を受けた場

合は、直ちに甲に報告するとともに、警察に届け出るものとする。

（不可抗力条項）

第11条　地震、台風その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、

法令・規則の制定・改廃その他の公権力による行為、争議行為、輸送機関・通信回

線等の事故その他の不可抗力により、当事者の一方又は双方が本事業に関し相手方

に負う債務の全部又は一部（金銭債務を除く。）の履行遅滞又は履行不能に陥った場

合には、いずれの当事者もその責任を負わない。ただし、当該事由により影響を受

けた当事者は、当該事由の発生を直ちに相手方に通知するとともに、回復するため

の最善の努力をする。

2　前項に定める事由が生じた場合には、甲乙協議の上、事業用定期借地権設定契約

の開始時期の変更、本協定の全部又は一部を解除することができる。

（分離条項）

第12条　本協定の条項の一部が、管轄権を有する裁判所によって違法又は無効と判断

されたとしても、残部の条項は、その後も有効に存続する。

（完全合意条項）

第13条　本協定は、本協定締結時における甲乙わ合意の全てであり、本協定締結以前
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における甲乙間の明示又は黙示の合意、協議、申入れ、各種資料等は、本協定の内

容と相違する場合には、効力を有しない。

（本協定に定めのない事項等に対する協議）

第14条　本協定の定めのない事項について必要が生じた場合又は疑義が生じた場合は、

甲と乙の協議によって解決するものとする。

（準拠法及び裁判管轄）

第15条　本協定は、日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の紛争につい

ては、静岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

平成30年3月22日

乙

所　在　地　島田市中央町1番の1

名　　　称　島田市

代　表　者　島田市長 牽ふ鯛

本店所在地　東京都千代田区一番町18番地

名　　　称　株式会社八ヶ岳モールマネージメント

代　表　者　代表取締役

産ヤち通
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事業用定期借地権設定契約書（案）

借地権設定者島田市（以下「甲」という｡)と、借地権者●●●（以下「乙」とい

う｡)とは、甲と静岡県の旧金谷中学校跡地活用事業プロポーザル募集要項（以下「本

件募集要項」という｡)を受け、乙が事業提案書（以下｢本件事業提案書」という｡)を

提出し、これを踏まえて甲乙双方が協議をした結果、次のとおり賃貸借契約を締結す

る。

（総則）

第１条 甲、乙両者は、信義を重んじ、誠実に、本契約を履行しなければならない。

２ 乙は、本契約に矛盾しない限りにおいて、頭書に記載した本件募集要項の趣旨、

本件事業提案書に記載された提案内容、「旧金谷中学校跡地活用事業基本協定書」

及びこれに基づく甲乙の合意事項に従わなければならない。

３ 本契約において年度とは、当該年の４月１日を始期とし、その翌年の３月31日を

終期とする。

４ この契約は、日本国の法令に準拠する。

５ この契約において金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

（契約の目的）

第２条 本件賃貸借契約（以下「本契約｣という｡)は、甲及び乙が別紙物件目録記載

の(1)から(27)までの土地（以下これらを総称して「本件土地」という｡)に借地借

家法（平成３年法律第90号。以下「法」という｡)第23条に基づく事業用定期借地権

を設定することを目的とする。

（使用目的）

第３条 乙は、本件事業提案書記載の事業及び甲が書面により承認した場合には、そ

の甲が書面により承認した事業（以下「本件事業等」という｡)を実施するために、

本件土地を使用する。

２ 甲は、乙に対し、本件事業等の用に供するため本件事業提案書記載の建物及び甲

が書面により承認したその他の施設（以下「本件建物等」という｡)を建築し、所有

することを認める。

３ 乙は、本件建物等を、本件事業等の用に供するものとする。

４ 乙は、本件事業等を実施する以外の目的のために、本件土地を使用し又は本件建

物等を供してはならない。

（存続期間等）

第４条 賃貸借期間は、平成●年●月●日（工事着手日又は平成32年４月１日のいず

れか早い日）から平成●年●月●日（土地返還日）までの●年●か月間とする。

２ 甲及び乙は、本件賃貸借契約について、法第９条及び法第16条の規定にかかわら

ず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、法第13条に基づく建

※この契約書（案）は、旧金谷中学校跡地活用事業プロポーザル募集要項の別添資

料として公表しているものです。
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物の買取りの請求をすることができない。

３ 前項の期間は、本件土地の一部又は全部の上の建物が滅失し、乙が新たに建物を

築造した場合においても、延長されない。

４ 甲及び乙は、第１項の賃貸借期間満了後の事務手続等について、期間満了の日の

３年前から協議を行うものとする。

５ 前項の協議を行うに当たり、乙は、甲に対し、第１項に定める賃貸借期間が満了

する３年前までに、建物の取り壊し及び建物賃借人の明け渡しその他本件土地の返

還に必要な事項を、書面により報告しなければならない。

（土地貸付料）

第５条 土地貸付料は、月額●●●円とし、これを次条に定める方法により、これを

納入しなければならない。

２ 前項の土地貸付料のうち、契約日から工事着手日の前日までの土地貸付料は免除

する。

３ 賃貸借期間の初日が月の日の初日でないとき、又は賃貸借期間の満了日が月の末

日でないときの土地貸付料は日割計算により算定する。

（土地貸付料の納入方法）

第６条 甲は、前条第１項の土地貸付料の納入方法につき、次のとおり指定する。た

だし、初年度については、甲が指定する日とする。

(1) 当該年度の前期（４月１日から９月30日までの期間をいう｡)の土地貸付料の合

計額●●●円につき毎年当該年度の属する４月30日限りとすること。

(2) 当該年度の後期（10月１日からその翌年３月31日までの期間をいう｡)の土地貸

付料の合計額●●●円につき毎年当該年度の属する10月30日限りとすること。

２ 前項の納入は甲が予め発行する納入通知書によらなければならない。

３ 納入期限が金融機関の休業日に当たる場合は、金融機関の翌営業日を納入期限と

する。

（土地貸付料の改定等）

第７条 土地貸付料は３年ごとに改定するものとし、次の計算式により算出した額を

基準として甲及び乙が合意をした額とする。

(改定後の土地貸付料)＝(改定時の土地貸付料)×

２ 従前の土地貸付料が、本件土地の一部又は全部に対する租税その他の公課の増減

により、土地の価格の高低その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の

土地貸付料等に比較して不相当となったときは、甲又は乙は、土地貸付料の増減を

請求することができる。

（工事着手にかかる義務）

第８条 乙は、本件土地の一部又は全部の上に本件建物等を建設する場合には、甲に

詳細な設計図及び図面等を提出し、甲の書面による事前の承認を得なければならな

（改定時の固定資産税仮評価額）

（前回改定時の固定資産税仮評価額）
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い。

２ 乙は、近隣住民に対し、誠意をもって、本件事業等について説明会等により周

知・説明しなければならない。また、近隣住民と紛争等が生じた場合は、乙の責任

と負担において対応し、解決しなければならない。

（建物等の新築等）

第９条 乙が本件土地の一部又は全部の上に新たな建物を建築し、又は建築物を建築

するときは、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。

２ 乙が本件建物等につき、増築をし、又はこれを改築するときは、事前に甲の書面

による承諾を得なければならない。

（指定期日）

第10条 乙は、平成33年３月31日までに、本件事業等を開始しなければならない。た

だし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。

（保証金）

第11条 乙は、甲が指定する期日までに、甲に対し、本契約にかかる自己の契約履行

を担保するため保証金として金（月額土地貸付料額の12倍）円を預託しなければな

らない。

２ 前項に定める保証金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。

３ 甲は、第１項に定める保証金をもって土地貸付料、延滞損害金その他本件事業に

関連して甲に生ずる一切の損害に充当することができる。この場合において、保証

金を充当してもなお不足が生じたときは、乙は、甲の請求により、直ちにその不足

額を支払わなければならない。

４ 前項の場合において、甲は、乙に対し、充当により生じた保証金の不足額の預託

を請求できる。

５ 乙は、保証金をもって土地貸付料、延滞損害金その他甲に支払うべき一切の債務

に充てることはできず、保証金を預託していることを理由として、上記の納入から

支払までを拒むことはできない。

６ 乙は、本契約が終了し、第23条に定める原状回復の上、本件土地の全部を明け渡

したときは、甲に対して保証金（第３項及び第４項の規定により預託金額の増減が

あった場合は、増減後の額）の返還を請求することができる。ただし、土地貸付

料、延滞損害金、その他本契約から生ずる乙の債務の未払額があるときは、甲は、

その未払額を控除した残額を乙に返還する。

７ 前項の請求は、請求書によらなければその効力を生じない。

８ 第１項に定める保証金には、利息を付さない。

（延滞損害金）

第12条 乙は、納入期限までに土地貸付料を支払わないときは、納入期限の翌日から

支払日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した延滞損害金（1,000

円に満たない場合を除く｡)を甲に支払わなければならない。この場合の計算方法

は、年365日の日割計算とし、１円未満の端数は切り捨てる。
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（充当の順序）

第13条 甲は、乙が土地貸付料元本のほか延滞損害金及び費用を納入すべき場合にお

いて、納入された金額がその合計額に満たないときは、これを順次に費用、延滞損

害金及び土地貸付料元本に充当する。

（本件土地の引渡し）

第14条 甲は、乙が本契約に基づき第11条第１項に定める保証金を完納したときは、

速やかに本件土地の全部を更地にして乙に引き渡さなければならない。

（瑕疵担保責任）

第15条 乙は、本件土地の一部又は全部に数量の不足その他隠れた瑕疵の存在を理由

として土地貸付料の減免の請求、土地貸付料納入の拒絶、既納土地貸付料の返還の

請求、損害賠償の請求及び瑕疵修補の請求をすることができない。

（財産保全義務等）

第16条 乙は、本件土地を善良な管理者としての注意をもって使用し、維持し、管理

しなければならない。

２ 乙は、本件土地の一部又は全部が滅失し又は毀損し若しくは第三者に占有された

場合には、直ちに甲にその状況を報告しなければならない。

３ 前項の場合において、これが乙の責めに帰すべき事由によって生じた場合には、

乙は、自己の負担において、前項の事由が発生する前の状態に回復しなければなら

ない。

４ 乙は、本件土地の一部又は全部若しくは本件建物等が損壊し、第三者に損害を与

えた場合、この損壊が甲の責めに帰すべき事由によって生じたときを除いては、そ

の賠償の責を負うものとする。

５ 前項において、甲が乙にかわって賠償をしたときには、甲は、乙に対し、その賠

償額を求償することができる。

（権利譲渡等の禁止）

第17条 乙は、本件土地に対する賃借権の一部又は全部、若しくは契約上の地位を第

三者に譲渡し、転貸し、これを自己又は第三者の債務の担保に供し、若しくは第三

者に本件土地を占有させてはならない。ただし、甲の書面による承認がある場合に

はこの限りではない。

（権利の設定等）

第18条 乙は、次の事項を行う場合、本件事業提案書により予定された場合を除いて

は、事前にその理由を記載した書面によって甲に申請し、甲の書面による承認を受

けなければならない。

(1) 乙が本件建物等の一部又は全部を第三者に貸付け、その他使用収益を目的とす

る権利を設定するとき。

(2) 乙が本件建物等を担保に供するとき。

２ 乙は前項の申請にあたり、次の書面を提出しなければならない。

(1) 乙が本件建物等の一部又は全部を借りようとする者、若しくはこれに使用収益
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を目的とする権利を設定しようとする者（以下これらを「本件建物等を借受けよ

うとする者等」という｡)に対し、本件建物等の敷地権が法第23条に規定する事業

用定期借地権に基づくものであり、本契約の賃貸借期間の満了により借地権が消

滅し、満了日までに本件建物等を取り壊すことを明示し、これを本件建物等を借

受けようとする者等が了承した旨を示す書面

(2) 本件建物等を借受けようとする者等が前項で甲が承諾した者であることを示す

書面

(3) 前項第１号の場合、本契約の賃貸借期間の満了日よりも前の日を契約期間の終

期とする定期建物賃貸借契約が締結されたことを示す書面

(4) 乙と本件建物等を借受けようとする者等において本件建物等を借受けようとす

る者等が第21条第３項第２号から第９号までに該当する場合には、乙において本

件建物等を借受けようとする者等との契約を解除することができる旨を約したこ

とを示す書面

(5) 第１号から第４号までの書面の他甲が必要と認める書面

（届出義務）

第19条 乙又は乙を包括承継する者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこれを甲に書面により届け出なければならない。

(1) 本店たる営業所の所在地、名称及び10％以上の株式を保有する株主に変更が

あったとき。

(2) 会社の合併若しくは分割により賃借権の承継があったとき。

(3) 本件建物が滅失したとき。

(4) 本件建物等の建築の工事に着手するとき及び工事が竣工したとき。

(5) 賃貸借期間中に本件建物等の用途を廃止したとき。

(6) 営業停止処分を受けたとき。

(7) 破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは

これに類する法的倒産処理手続の申立てを受け、又はこれを自ら申し立てたと

き。

（実地調査等）

第20条 甲は、本件土地について随時その状況を実地に調査し、乙に対して必要な報

告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、乙は、その調査を拒

み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。

（契約の解除）

第21条 甲は、乙が本契約に違反し、又はこれを履行しないときは、本契約を解除で

きる。

２ 甲は、本件土地を甲において、公用又は公共用に供するため必要が生じた場合

は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「地方自治法」という。）第238条の

５第４項の規定に基づき、賃貸借期間中であっても本契約を解約することができ

る。
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３ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当していると認められるときは、第１項にか

かわらず、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 資格を偽る等不正な行為により本件土地を借受けたとき。

(2) 乙又は乙の役員等（乙の役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場

合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員

等」という。）が、以下に掲げる者であるとき。

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第

２条第２項に規定する暴力団

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）

ウ 暴力団員でなくなったときから５年を経過しない者

エ 無差別大量殺人行為を行った団体（無差別大量殺人行為を行った団体の規制

に関する法律（平成11年法律第147号）第５条及び第８条第２項第１号に掲げ

る処分を受けている団体をいう。以下同じ。）

オ 無差別大量殺人行為を行った団体の構成員

(3) 乙又は役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第

三者に損害を加える目的をもって、前号に該当する者（以下「反社会勢力等」と

いう｡)を利用する等しているとき。

(4) 乙又は役員等が反社会勢力等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

等直接的あるいは積極的に反社会勢力等の維持、運営に協力し、若しくは関与し

ているとき。

(5) 乙又は役員等が、反社会的勢力等であることを知りながらこれを不当に利用す

る等しているとき。

(6) 乙又は役員等が、反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有している

とき。

(7) 本件土地を賃貸借期間中に、反社会的勢力等の事務所又はその他これに類する

ものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、第三者に貸し

たとき。

(8) 風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第

２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は

同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業その他これらに類する業及びこれらの

業に利便を図るための用に供したとき。

(9) 公の秩序又は善良の風俗に反する目的の用に供したとき。

(10) 乙が、第３条、第10条、第17条及び第20条の規定に違反したとき。

(11) 第19条第１項第７号に該当するとき。

(12) 乙が、本件建物等の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は甲の承認を得ず

に第三者に対する債務の担保に供する行為をしたとき。

(13) 乙が、法令、静岡県条例又は島田市条例に違反したとき。
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(14) 本件建物等を借受けようとする者等が本項第２号から第９号まで又は本項第13

号のいずれかに該当するとき。

４ 乙は、第２項の規定により、本契約が解除されたことにより、損害が生じたとき

は、その補償を請求することができる。

５ 甲は、第３項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙又は第三者に

生じた損害について、その責めを負わない。

６ 乙は、甲が第３項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じ

たときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。

（土地貸付料の返還）

第22条 既納の土地貸付料は、返還しない。

２ 前項の規定にかかわらず、前条第２項の規定、並びに、乙の責めに帰することが

できない事由により契約を解約する場合は、甲は解約日以降の土地貸付料の全部又

は一部を還付することができる。

３ 前項の規定により、甲が乙に土地貸付料を還付する場合、利息は付さない。

（原状回復義務）

第23条 乙は、賃貸借期間満了のときは、その満了日までに、また、契約解除の通知

を受けたときは、甲の指定する期日までに、甲が書面により承認する場合を除き、

乙の負担において本件土地上の建物その他工作物を除去し、本件土地を原状（更地

をいう｡)に回復の上、甲、乙立会いのもとに甲に返還しなければならない。

２ 乙が、前項の義務を怠り又は履行しないときは、甲が乙に代ってこれを施工し、

その費用を乙に求償することができる。

３ 前項の場合において、乙に生じた損害は、甲の故意または重大な過失により生じ

たときを除いては、甲は、その賠償責任を負わない。

（明渡遅延による損害金）

第24条 賃貸借期間の満了、解除等により本契約が終了した場合において、乙が本件

土地の明渡しを遅延したときは、乙は、甲に対し、本件土地を甲に明け渡すに至る

まで、その日数に応じ、１ヶ月あたり第５条第１項で定めた土地貸付料相当額●●

円（土地貸付料の改定があったときは、改定後の金額）及びこれに対する年14.6

パーセントの割合で計算した金額を支払う。この場合の計算方法は、年365日の日

割計算とする。

（違約金）

第25条 乙は、やむを得ない事情を除き、賃貸借期間中に第３条第４項または第20条

後段の規定に違反したときは、金（月額土地貸付料額の12倍）円を違約金として甲

に支払わなければならない。

２ 前項に定める違約金は、違約罰と解釈し、損害賠償額の予定又はその一部と解釈

しない。

（損害保険の付保）

第26条 乙は、本件建物等の設置または管理の瑕疵により甲又は第三者に生じた損害
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を填補するため、その費用と負担において、損害保険を付し、これを本契約期間継

続する。

（有益費等請求権の放棄）

第27条 乙は、本件土地に投じた有益費、必要費及びその他費用があっても、これを

甲に請求することはできない。

（契約書作成費用）

第28条 本契約につき要する公証人への手数料その他本契約書作成に要する費用は、

乙が負担する。

（公租公課の負担）

第29条 本契約の締結に要する公租公課は、乙が負担する。

（本契約に定めの無い事項等に対する協議）

第30条 本契約に定めのない事項、及び本契約について疑義が生じたときは、甲、乙

協議して定めるものとする。

（管轄裁判所）

第31条 本契約に関する一切の紛争については、静岡地方裁判所を第一審の専属的合

意管轄裁判所とする。

（分離条項）

第32条 本契約の条項の一部が、管轄権を有する裁判所によって違法又は無効と判断

されたとしても、残部の条項は、その後も有効に存続する。

（完全合意条項）

第33条 本契約は、本契約締結時における甲乙の合意の全てであり、本契約締結以前

における甲乙間の明示又は黙示の合意、協議、申入れ、各種資料等は、本契約の内

容と相違する場合には、効力を有しない。

（強制執行の認諾）

第34条 甲及び乙は、それぞれ、本契約による金銭債務を履行しないときは、直ちに

強制執行に服する旨陳述した。
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平成 年 月 日

甲

所 在 地 島田市中央町１番の１

名 称 島田市

代 表 者 島田市長  染谷 絹代 ㊞ 

乙

本店所在地

名 称

代 表 者            ㊞ 

※別紙省略
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市道認定路線位置図

堤下上ノ島線

上ノ島中原線

議案第50号
参 考
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市道認定路線位置図

大津通り東線

扇町祇園線

大津通公園
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市道廃止路線位置図

大津通り東線

扇町祇園線

大津通公園

議案第51号
参 考
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